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千葉市政の推進につきまして、平素より格別の御高配、御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

本市では、「未来に責任を持つ市政」を基本とし、徹底した行財政改革を

進めるとともに、今後の人口減少や少子高齢化の一層の進展を踏まえた対応

や地域経済の活性化など、将来にわたり持続可能な地域社会づくりを行って

いくべく、長期的な展望に立った施策に取り組んでおります。 

本年４月からスタートした「千葉市基本計画」では、本市の特性である都

市の活力と自然の潤いを活かした「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・

千葉市」を実現するため、脱炭素化の推進や、災害に強いまちづくりなどの

社会基盤の整備に加え、子育て環境のさらなる充実、障害のある方や不登校

児童生徒への支援などセーフティネットの構築、雇用の場の創出による地域

経済の活性化などに向けて、様々な立場の方々とともに取り組むこととして

おります。 

そうした本市における様々な取組みを、効果的・効率的に進めていくため

には、地方自治体の努力だけでは解決できない問題も数多くあり、本重点要

望に掲げる事項はいずれも、本市の都市経営や行政運営上の課題等を踏まえ、

国において制度及び予算などについて、御検討いただきたい主な事項を取り

まとめたものです。 

つきましては、令和６年度の国の施策展開及び予算編成にあたり、本市の

提案・要望事項の実現について、特段のご配慮をお願い申し上げます。 

 

令和５年６月 

 千 葉 市 長  神 谷 俊 一 
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［内閣官房・内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省］

１ 物価高騰への対策について 

 
世界的な原材料価格の高騰により、全国的にエネルギー・食料品価格

等の物価高騰が生じ、企業や家計、さらには自治体運営にも影響を及ぼ

しています。 

 こうした中、政府ではエネルギー価格の激変緩和策や賃上げ・価格転

嫁対策等を講じられてきたことは認識しています。 

しかし、いまだ出口の見えない物価高騰が本市の市民生活や事業活動、

行政運営においても重大な影響を及ぼしていることを踏まえ、次の事項

について、強く要望いたします。 

 

（１）国が一元的に実施する各種生活支援・事業者支援によ

る消費者物価上昇率抑制策の実施や自治体独自の支

援策への財政措置について、物価の状況に応じ継続す

ること。 

（２）医療、介護・福祉、保育の分野における公的価格の算

定において物価高騰を適切に反映すること。 

（３）市有施設の光熱費や建設物価をはじめとする行政コ 

ストの高騰分について物価の状況に応じ、財政措置す

ること。 

 

［要望理由］ 

（１） 令和４年度・令和５年度において電気・都市ガス料金の負担軽減といった政

府による国全体での支援策や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の活用による自治体の実情に応じた支援策が展開されている。 

    コロナ禍からの経済回復を確実に促進するために、令和６年度の物価状況を

見極め、必要に応じて国の一元的な支援の継続と地域特性を踏まえた自治体に

よる支援に対する十分な財源措置を要望する。 

（２） 医療、介護・福祉、保育の分野の施設においても物価高騰の影響によりサー

ビス提供に係る費用が増加しており、現時点では自治体ごとに追加給付を行っ

ているため、地域差が発生している可能性があることから、物価高騰の影響を

適切に反映した各種公的価格の算定が必要である。 
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（３） 令和５年１月２３日付け事務連絡「令和５年度の地方財政の見通し・予算編

成上の留意事項等について」では、市有施設の管理経費における光熱費高騰分

が普通交付税の基準財政需要額に算入されることが示されているが、現在の物

価高騰による自治体への影響が令和６年度においても継続する場合には、市有

施設の光熱費や建設物価をはじめとする行政コストの高騰分について財政措

置を要望する。 

 

 

 

［参 考］ 

千葉市の令和４年度物価高騰対策事業の予算額一覧 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  財政局財政部財政課 ℡ 043-245-5073 
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［内閣官房・内閣府・厚生労働省］ 

２ 感染症対策における財政支援等について       

 

 今般の新型コロナウイルス感染症を始め、新興再興感染症による感染

症危機に直面する可能性が今後もあることから、今回の経験により蓄積

した様々な課題について、優先順位などを整理したうえで、その具体策

を策定するなど、事前の準備を十分行う必要があると考えます。 

本市においても、今後再びやってくる可能性のある新興再興感染症の

流行時への対応も見据え、各種感染拡大防止対策やワクチン接種を始め、

いざというときに迅速な対応を取ることができるよう、保健所を始めと

した体制を強化するための財源を確保しておく必要があると考えます。 

ついては、今後の感染症対策において、次の事項について、強く要望

いたします。 

 

（１）今後起こり得る新興再興感染症への対応については、

蔓延の防止や重症化予防等の観点から、国の責任にお

いて確実に財政措置を行い、指定都市を交付金等の直

接の交付対象とするとともに、地方自治体に負担が生

じないようすること。また、感染症対策の中心となる

保健所体制強化の財源を確保すること。 

（２）新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化にあた

っては、早期に、実施時期・接種回数等の具体的な方

針について地方自治体に情報を提供し、十分な準備期

間を得られるよう配慮するとともに、国の責任におい

て確実に財政措置を行い、地方自治体に負担が生じな

いようにすること。 

（３）新たな施策等の制度設計にあたっては、地方自治体の

意見を十分に聞くとともに、速やかにその施策の情報

を共有し、地方自治体等が混乱しないよう努めること。 

 

 



4 

 

［要望理由］ 

新型コロナウイルス等新興再興感染症への対応については、蔓延防止や重症化予

防等の観点から、国の責任において確実に財政措置を行い、地方自治体に財政面で

負担を生じさせないことを要望する。 

また、ワクチン接種を確実に推進するためにも、諸外国の先行事例の具体的デー

タや分析等を踏まえた上で、ワクチン接種の有効性・必要性、また、副反応等の安

全性に関する情報を、国民に対し強く周知することを要望するとともに、早期に、

実施時期・接種回数等の具体的な方針について地方自治体に情報を提供し、十分な

準備期間を得られるよう配慮することを要望する。 

新型コロナウイルス感染症対応の長期化に伴い、過大な業務で職員が疲弊してい

るのが現状である。また、専門職の人員不足も深刻で、本来業務に支障が生じてお

り、日ごろから体制整備が必要である。また、新興感染症に備え、保健所の人員な

どを含めた体制の強化や検査体制の整備、医療体制の確保などの施策を含め、地域

の実情に応じて効果的かつ迅速に実施できるよう、地方の意見を踏まえた財政措置

が必要であるとともに、交付金について指定都市を直接交付の対象とするなど、感

染症対策のさらなる充実を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  保健福祉局医療衛生部医療政策課 ℡ 043-245-5202 
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［内閣官房・内閣府・総務省］ 

３ 地方分権改革の推進について 
 

指定都市は、市民に最も身近な基礎自治体として市民に直接行政サービ

スを提供するとともに、それぞれの圏域の中枢都市としての役割を果たす、

我が国の地方自治制度において最も自立した自治体であります。 

また、地方分権改革の推進は、国と地方が総力を挙げて取り組んでいる

地方創生において、極めて重要なテーマとして位置付けられております。

これまでも地方分権改革に係る一括法等により、「農地転用許可に係る権

限移譲」、「地方版ハローワークの創設」、「幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園に係る認定権限の移譲」など一定の前進はありますが、

地方分権改革はいまだ道半ばであり、更なる取組みが必要であります。 

ついては、真の地方分権改革の推進のため、次の事項について、強く

要望いたします。 

 

（１）指定都市に対する的確な権限移譲と多様な大都市制度 

の早期実現 

（２）提案募集方式に基づく改革の推進 

（３）国と地方の協議の場への指定都市の参加 

（４）法律による計画策定義務等の見直しについて 
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［要望理由］ 

（１）  市民に身近な行政サービスを提供する基礎自治体であり、道府県に比肩する

高度な行政能力を有する圏域の中枢都市である指定都市が、将来にわたってそ

の責任と役割を最大限果たすため、指定都市への事務・権限の移譲と、事務・

権限に見合った税源移譲を積極的に進めるとともに、指定都市市長会が従来か

ら提案している「特別自治市制度」の法制化など、地域の実情に応じた多様な

大都市制度を早期に実現する必要がある。 

（２）  提案募集方式については、これまで９回の募集が行われ、一定の前進がある

ことは評価できる。しかし、提案事項に対する国の対応方針で「実現・対応す

る」とされたものであっても、その中には「検討する」といったものや地方の

提案に応えていないものも多く含まれている。地方分権改革を着実に推進する

という提案募集方式の制度趣旨を踏まえ、国は、地方からの提案に対して、最

大限実現する方向で取り組む必要がある。 

（３）  国と地方の協議の場については、地方六団体の代表者が議員となっているも

のの、指定都市の代表者は構成員となっていない。地方の声、現場の声を聞き

ながら国と地方の役割分担の見直しなどを進めるためには、基礎自治体であり、

各圏域の中枢都市である指定都市の意見を直接反映することが特に重要である。 

（４）  依然として計画等の策定を新たに義務付ける法令の規定が創設されているほ

か、努力義務規定や「できる」規定であっても国庫補助金等の交付の要件とし

て計画等の策定が求められるなど実質的な義務化による国の関与が存在してお

り、地方の負担となっている。国は、計画策定等を規定する法令の見直しや、

内容の重複や必要性の低下が見られる計画の統廃合を行うなど、地方の負担軽

減に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  総合政策局総合政策部政策調整課 ℡ 043-245-5047 
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［参 考］ 
本市からの提案に対する国の対応（令和４年１２月２０日、閣議決定） 

【令和４年度提案】 
閣議決定の内容

①

随意契約できる金額の現状に即した見直し

地方自治法施行令に定める随意契約できる金額について、現
状に即した見直しを行うこと。

提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調
整の対象とする。

②

無料低額診療事業利用時に診療報酬明細書の特記事項欄等に
その旨記載するよう記載要領を改訂すること

無料低額診療事業利用時に、診療報酬明細書の特記事項欄や
摘要欄に医療機関が事業利用の旨や事業利用者が実際に負担
した一部負担金の金額を記載するよう、記載要領の改定を求
めるもの。また、市町村等における事業利用者の高額療養費
の再計算処理を不要とするため、関連システムの改修等も併
せて求めるもの。

無料低額診療事業の利用による一部負担金の減免額等を市区町
村が的確に把握する方法については、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に係る市区町村等の負担を軽減する観点か
ら、市区町村等の意見を踏まえて検討し、令和４年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

③

高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費における
支給申請手続きの簡素化

高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費の支給申
請手続きの簡素化（自動償還化）を求める。

高額介護合算療養費及び高額医療合算介護（予防）サービス費
の支給申請（国民健康保険法57 条の３並びに介護保険法51条の
２及び61 条の２）については、市区町村及び被保険者の負担を
軽減する観点から、市区町村の判断により、初回の申請をもっ
て毎年の申請を不要とすることを検討し、令和５年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

④

認定こども園の認可・認定における都道府県知事との事前協
議を廃止すること

政令指定都市の長が行う認定こども園の認可・認定における
都道府県知事との事前協議を不要とすることを求める。

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び幼保連
携型認定こども園の認可に係る指定都市及び中核市の長から都
道府県知事への事前協議（３条７項及び17 条４項）の見直しに
ついては、地方公共団体へのアンケート調査の結果を踏まえ検
討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

⑤

登録基準の強化・緩和にかかる市町村賃貸住宅供給促進計画
の策定廃止

登録基準の強化・緩和にかかる賃貸住宅供給促進計画の策定
を廃止し、計画の策定有無に関わらず登録事務を実施する自
治体の裁量とすること。

市町村賃貸住宅供給促進計画（６条１項）については、政策的
に関連の深い他の計画等と一体のものとして策定することによ
る、市町村の事務負担の軽減に資するような方策について、市
町村に令和４年度中に通知する。

⑥

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の強化・緩和に係る
高齢者居住安定確保計画の策定廃止

登録基準の強化・緩和にかかる高齢者居住安定確保計画の策
定を廃止し、計画の策定有無に関わらず登録事務を実施する
自治体の裁量とすること。

高齢者居住安定確保計画（４条１項及び４条の２第１項）につ
いては、地方公共団体の事務負担を軽減するため、政策的に関
連の深い他の計画等と一体のものとして策定することが可能で
あることを明確化し、地方公共団体に令和５年中に周知する。

⑦

厚生年金（第２号被保険者）資格喪失者等の国民年金（第１
号被保険者）種別変更における本人手続きの簡略化

厚生年金（第２号被保険者）資格喪失者等の国民年金（第１
号被保険者）種別変更手続きについて、地方公共団体を経由
せずとも、事業主からの厚生年金の資格喪失届をもって、日
本年金機構が職権で種別変更処理を行うことで、本人手続き
を簡略化するよう求める。

国民年金第二号被保険者から第一号被保険者への種別変更に係
る事務については、令和４年５月に導入したマイナポータルに
よる電子申請の活用状況を踏まえつつ、職権による種別変更ま
での期間短縮など事務処理の効率化の方策を検討し、令和５年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

⑧

後期高齢者医療および介護保険における特別徴収保険料の返
納・還付にかかる書類の電子化

後期高齢者医療および介護保険の被保険者が死亡した場合に
おける特別徴収保険料の返納・還付にかかる書類を電子化す
ることを求める。

後期高齢者医療及び介護保険における特別徴収保険料の返納・
還付事務に係る書類の電子データによる提供については、「デ
ジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議
決定）において検討することとされている行政機関間の情報連
携基盤（公共サービスメッシュ)の在り方を踏まえて必要な情報
連携の方法等について検討し、令和６年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

⑨

空家等対策計画及び事業実施計画の廃止又は事業実施計画の
策定のみを空き家対策総合支援事業の申請要件とすること

補助金（空き家対策総合支援事業）申請要件となっている空
家等対策計画及び事業実施計画の策定を廃止すること、ある
いは、事業実施計画の策定のみを補助金の支給要件とするこ
と。

空き家対策総合支援事業における空き家対策総合実施計画につ
いては、令和４年度中に「住宅市街地総合整備事業制度要綱」
（平16 国土交通事務次官）を改正し、空家等対策計画（６条）
に記載すべき事項を包含した空き家対策総合実施計画を策定し
た場合は、空家等対策計画の別途の作成を補助の要件としない
こととするなどの事務の効率化を図る。

⑩

農業委員会等に関する法律第７条第１項に基づき農業委員会
が定めた指針に基づく最適化活動の成果目標及び活動目標を
地域の実情に応じて設定できるようにすること等

農業委員会等に関する法律第７条第１項に基づき農業委員会
が定めた指針に基づく最適化活動の成果目標及び活動目標を
地域の実情に応じて設定できるようにする。また、目標設
定、点検・評価の簡素化や作成が必要な資料の見直しを行
う。

農業委員会による最適化活動（６条２項）については、農地利
用最適化推進委員等が円滑に活動することができるよう、現場
の実態に応じ、不断の見直しを行う。

提案事項

指定都市
共同提案
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［内閣官房・内閣府・総務省］ 

４ 地方創生の推進について 

 
本市では、令和５年度から開始した、新たな総合計画となる「千葉市

基本計画」及び「第１次実施計画」に、「千葉市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン・総合戦略」を統合し、人口減少の抑制や地域社会・地域

経済の活性化に向けた総合的かつ戦略的な取組みを推進しております。 

本市は、高い昼夜間人口比率に示される拠点性を持つ一方で、東京圏

内にありながらも豊かな自然環境を有しており、都市の利便性と自然の

魅力の磨き上げによる、「職住近接の豊かな暮らし」の実現に向けて、デ

ジタル技術も活用しながら、創造的で活力ある市民生活の質の一層の向

上と持続可能な都市経営に取り組んでおります。 

 また、本市及び周辺を含む圏域は、東京圏にありながら自立した性格

を有しており、国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においても

示されたように、デジタルの力も活用しながら物理的距離を超えて地域

連携を強化し、圏域の特性を最大限に活かしたまちづくりを進めること

で、地方創生の取組みの加速化及び深化を図って参ります。 

ついては、本市及び周辺都市を含む圏域における地方創生の取組みを

より効果的で、実効性の高いものとするため、次の事項について、強く

要望いたします。 

 

（１）一都三県を一律に東京圏として、国の支援の対象外と

する措置を取り止めるなど、それぞれの地域、圏域の

特性を踏まえた、真に必要な措置を講ずること。 

（２）デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、地域に 

おけるデジタル技術の実装に資するものを含め、引き 

続きデジタル田園都市国家構想交付金及び地方創生 

の推進に係る事業費の十分かつ安定的な確保を図る 

こと。 
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［要望理由］ 

（１）  我が国の人口は、平成２７年の国勢調査において、大正９年の調査開始以来     

初の減少に転じ、また、平成２８年の人口動態調査において、出生数が初めて

１００万人を切った後、令和２年には８６万人を切るなど、急速な人口減少・

少子高齢化が進んでいる。 

一方で、日本の全人口の３割を有する東京圏（東京都、埼玉県、千葉県及び

神奈川県）では、２７年連続の転入超過を記録している。 

こうした中で、千葉県内に目を転じると、千葉市以東・以南の地域では全国

の減少率を上回る勢いで人口減少が進んでおり、本市においても、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けつつも転入超過を維持しているが、今後数年で人

口減少局面に転じることは避けられない見込みである。 

このように、東京圏にあっても地域ごとに異なる人口動態がみられることを

考慮すると、「中枢中核都市」、「地方拠点強化税制」、「地方創生起業支援・移

住支援」、「デジタル田園都市国家構想推進交付金 デジタル実装タイプ 地方

創生テレワーク型」といった地方創生に資する国の取組みにおいて、一都三県

を「東京圏」とし、その圏域内を支援措置の対象外とする措置が講じられてい

ることは、都市や地域の実情に即していないと思料される部分がある。 

自治体戦略２０４０構想研究会、あるいはデジタル田園都市国家構想総合戦

略においても、東京圏は画一的に扱われており、このまま圏域内の多様性に光

が当たらぬ状況が継続した場合、東京圏内の縁辺部における意欲ある取組みが

十分に支援されず、結果として「東京」への依存度がさらに高まることを懸念

する。 

本市は、市内在勤者の多さに加え、本市以東・以南などからの通勤通学人口

の流入により、東京圏の他指定都市と比較して昼夜間人口比率が高いなど圏域

における中心都市としての拠点性を有している。デジタル技術の実装に向けた

取組みの推進、雇用の創出や商業、観光機能の強化による交流人口の拡大など、

本市の拠点性をさらに強化することで、圏域の牽引役としての役割を一層果た

すとともに、周辺都市との連携をさらに推進することが可能となる。ついては、

上記のような地域の実情を十分踏まえた制度設計が必要である。 

（２） 本市ではこれまで、８件の事業についてデジタル田園都市国家構想交付金の

採択をいただき、うち３件は、現在も事業を推進しているところである。 

今後、拠点性と豊かな自然環境に恵まれた特性を活かし、デジタル技術も活

用しつつ「職住近接の豊かな暮らし」の実現に向けたまちづくりの推進のため、

デジタル田園都市国家構想交付金の一層の活用により本市地方創生の取組み

を進めていく予定であることに加え、全国における需要増も考えられることか

ら、令和６年度以降も、デジタル田園都市国家構想交付金及び地方創生の推進

に係る事業費総額の十分かつ安定的な確保が必要である。 

 

 

 

 

[千葉市担当]  総合政策局総合政策部政策企画課 ℡ 043-245-5046 
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［参 考］ 
１ 平成２８年から令和５年までの人口増減率（各年１月１日時点） 

  

 
【出典】 

「人口統計月報（総務省統計局）」 

「千葉県毎月常住人口調査報告書（年報）（千葉県総合企画部統計課）」を基に作成 

 
➢ 千葉市においては、人口は微増しているものの、千葉市の以東以南では既に全国を上回るペ

ースで人口減少が進んでおり、千葉県全体では人口減少に転じている。 

➢ そうした中、千葉市は人口増加地域の「波打ち際」にある。 

 
２ デジタル田園都市国家構想交付金の活用 

本市の地域特性等を踏まえるとともに、これまでに培ってきた能力やノウハウを活用し、「地方

創生」に資する、独自性の高い事業等を実施している。 

 

【千葉市の活用事業】 

・幕張新都心を中心とした先端技術実装による都市型未来都市の実現 

・千葉市動物公園の駐車場精算機におけるキャッシュレス対応 

 ・スマート農業機器のレンタル 
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［こども家庭庁・文部科学省］ 

５ 「こども未来戦略方針」案に関する要望について 

 

今般、次元の異なる少子化対策の実現に向けて国が示した「こども未

来戦略方針」案において、「全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援

する」とされていますが、子ども医療費助成制度については、国民健康

保険の減額調整措置の廃止のほかに具体的な充実・強化に向けた方策の

言及がなく、学校給食費無償化については、具体的な方向性が示されて

いません。また、多子世帯への保育料の負担軽減などについては、国制

度の支給基準が不十分なことにより、世帯状況の違いによって支援に不

合理な格差が生じており、各自治体において独自の補助を実施せざるを

得ない状況です。さらに、保育士等の配置基準の見直しや「こども誰で

も通園制度（仮称）」の創設などの取組みについても、考え方自体には賛

意を示すものの、財源や保育人材確保について具体的な対策が見出せな

い中での方針であり、保育人材が不足している現状において、自治体間

における獲得競争が一層助長されることを危惧しております。 

 こうした施策については、本来であれば、国の責任において長期的に

安定的な財源を確保し、全国統一の制度を構築することが必要であり、

居住地によるサービス格差などを解消し、所得や年齢等の条件に関わら

ず、全ての家庭が安心して子どもを産み育てることができるよう、市町

村等の意見を踏まえた的確な対応を求めます。 

ついては、次の事項について強く要望いたします。 
 

（１）子ども医療費助成に係る国の支援制度の創設等 

ア  １８歳以下を無料とする財政措置を含む全国統一の 

制度の創設 

イ 医療費助成の現物給付に伴う国民健康保険国庫負担 

金等減額調整措置の廃止 

（２）国の財政措置による学校給食費の無償化の実施 

（３）多子世帯に対する保育料軽減の拡充 

（４）保育人材の確保について 

ア 国による保育人材確保の取組みの推進 

イ 保育士等の処遇改善の充実 

ウ 一時預かり事業及び休日保育事業の充実 
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[要望理由] 

（１） 子ども医療費助成制度は、地方単独事業として各自治体の実情により制度設

計されていることから、対象となる子どもの年齢や自己負担額、多子世帯の負

担軽減策の有無など、居住地によりサービス水準に格差が生じている。 

    我が国の喫緊の課題である少子化対策の推進と、安心して子どもを産み育て

られる環境づくりを図るため、本制度は、本来、国が主体的に取り組むべきも

のであり、１８歳以下を一律で無料とする財源措置を含む全国統一の制度を創

設すべきである。 

また、子ども医療費助成の現物給付は、受診機会を確保するための施策であ

ることから、国民健康保険国庫負担金等の減額調整措置をすべて廃止する必要

がある。 

（２）学校給食費については、生活保護の教育扶助などの既存制度や、本市における

第３子以降無償化など自治体独自の施策により、無償化などの負担軽減措置が

既に一部講じられているところである。 

しかしながら、子育て世帯の経済的負担の軽減措置は、こうした既存制度への

該当の有無や、居住地の違いによって異なるべきではなく、全国において公平

に実施されるべき施策であることから、これらの既存制度は廃止した上で、国

の財政措置により、学校給食費の無償化を実施することを要望する。 

また、国の財政措置に当たっては、自治体による食物アレルギー対応施策や

給食費の違いなどの独自性を反映させる必要がある。 

（３） 幼児教育・保育の無償化によって、３歳未満の非課税世帯及び３歳以上の保

育料が無償化されたものの、多子世帯の負担軽減策については、国の基準によ

り、年収約３６０万円以上の世帯において、きょうだいの年齢や同時入所対象

施設などによるカウント対象児童の制限が設けられている。そのため、きょう

だいの年齢が離れている世帯や、認可保育所に空きがなくやむを得ず認可外保

育施設等を利用している世帯などについては、軽減の対象外となっており、所

得や世帯構成の違いなどによって、不合理な格差が生じている状態である。 

こうした中、各自治体は、所得や年齢、同時入所の条件の見直しや、第２子

以降の保育料無償化など、国制度を補うために独自の多子軽減策を講じており、

その結果、同じ世帯構成であるにも関わらず、居住地の違いによって負担する

保育料に大きな差が生じている。 

本来であれば、居住地や所得・世帯構成の違いによって負担する保育料に格

差が生じることがあってはならず、国の責任において一律の基準を設けるとと

もに、所得や年齢、同時入所の条件などは撤廃し、多子世帯に対する保育料軽

減の拡充を図るよう要望する。 

（４）ア 今般の「こども未来戦略方針」案に、保育士等の配置基準の改善や「こど

も誰でも通園制度（仮称）」の創設等の内容が盛り込まれ、保育の質の向上

や全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充に向けて取組みを進めていく

ことが示されたが、方針案に盛り込まれた施策を着実に実行していくために

は、現場でサービス提供を担う保育人材の確保がより一層重要となる。 
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本市においては、保育士等のなり手を増やすための取組みとして、保育士

就学資金等貸付や保育士資格取得支援、潜在保育士再就職支援などを実施し

ているほか、人材の確保・定着を図るための取組みとして、国の補助制度を

活用した、給付費における処遇改善加算の支給や月額６万３千円を上限とし

た家賃補助に加え、本市独自に月額３万円の給与の上乗せ助成などを実施し

ているところであるが、全国的な保育人材不足の中、これを抜本的に解消す

るためには、国において主体的に保育人材の確保に取り組むことが必要であ

り、保育人材が安定的に供給されるよう施策を講ずるほか、各自治体が実施

する保育人材の確保策に係る補助率を嵩上げする等、財政措置を拡充するよ

う要望する。 

イ  本市では、令和２年４月から４年連続となる待機児童ゼロを達成している

が、一方で、先に触れたとおり全国的な保育人材不足の中、保育士等の確保

が難しくなっている。保育士等の処遇改善については、令和４年２月より保

育士等の収入を３％程度引き上げる措置がなされ、令和４年１０月以降も処

遇改善等加算Ⅲとして継続されたことから、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等

加算Ⅱと合わせて保育士等の処遇改善及び保育人材確保に一定の効果があ

るものと評価できる。しかしながら、賃金構造基本統計調査によると保育士

の平均年収は依然として全産業平均と比較して大きく乖離しており、本来で

あれば保育所等の運営に関わる経費への給付は、国が公定価格により適切に

措置すべきところ、現状では本市をはじめ多くの自治体で、単独の給与上乗

せを実施している状況である。方針案においても保育士等の更なる処遇改善

を検討する旨が盛り込まれたところであるが、職員が長く勤められ、経験を

積んでより良い保育を提供できるような給料、勤務体系を実現するために、

更なる公定価格の引き上げを行う必要がある。 

ウ  本市では、多様な保育需要に応えるため、一時預かり事業及び休日保育事

業を実施しているが、施設職員の負担が大きく、新規事業参入を阻害する要

因となっている。特に休日保育事業においては、「休日勤務がある」ことが

職員確保の障害となっており、益々保育士確保が難しい状況となっている。

全国的な保育士不足の中、国の定める公定価格や補助金だけでは、割増分を

含めた人件費負担などを賄うことができず、事業を休止せざるを得ない事例

など様々な課題が出てきていることから、安定的・持続的な事業運営を可能

とする制度設計が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当] 子ども医療費         :こども未来局こども未来部こども企画課     ℡ 043-245-5178 

国民健康保険       ：保健福祉局医療衛生部健康保険課        ℡ 043-245-5143 

学校給食費        ：教育委員会事務局学校教育部保健体育課    ℡ 043-245-5945 

子ども・子育て支援新制度  ：こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課   ℡ 043-245-5977 

                     こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課   ℡ 043-245-5726 

                     こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課   ℡ 043-245-3188 
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［参 考］ 

１ 子ども医療費助成 

項  目 令和４年度実績見込 令和５年度当初見込 

助 成 件 数 1,335,745件 1,260,515件 

  ※平成２２年１０月診療分から入院費の対象を中学校修了まで、平成２６年８月診療分か

ら通院費の対象を中学校３年生まで拡大。 

※国民健康保険国庫負担金の減額は、令和３年度実績で１，３００万円。 

※国では平成２０年４月に健康保険２割負担の対象を３歳未満から小学校就学前まで拡大。 

 

２ 一時預かり事業の状況       (令和５年４月１日現在) 

施設数 定  員 

73 各施設設定人数による 
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［こども家庭庁・文部科学省］ 

６ 子育て支援の推進について 
 

本市では、令和２年３月に「千葉市こどもプラン（第２期）」を策定し、

子ども・子育て支援新制度をはじめ、すべての子どもと子育て家庭への

支援を総合的に推進するとともに、「新子育て安心プラン」や「新・放課

後子ども総合プラン」に則り、待機児童解消に向け、受け皿整備や人材

確保に取り組んでおり、令和２年４月から４年連続となる保育所等の待

機児童数ゼロを達成しました。 

 国においては、「こどもまんなか社会」を目指す上で新たな司令塔とな

る「こども家庭庁」が設置され、子どもを産み育てやすい環境づくりに

向け、国と地方がより一層連携して取り組むための体制が構築されるこ

とを期待しているところですが、喫緊の課題として、新制度施行前まで

国・都道府県が中心に行ってきた私立幼稚園に対する整備・運営費につ

いて、必要な財源を市町村等に移譲するとともに、認可保育施設閉園時

の支援策の創設、放課後児童クラブの学校夏季休業期間における保育需

要への対応などに係る様々な課題について、市町村等の意見を踏まえた

的確な対応を求めます。 

 ついては、子育て支援の推進にあたり、次の事項について強く要望い

たします。 
 

（１）私立幼稚園の認定こども園等への移行により増加する

市町村の財政負担に対応した国の財政支援及び都道

府県からの財源移譲 

（２）私立幼稚園の認定こども園移行に係る小規模改修に 

対する補助の創設 

（３）定員割れ等を理由とし、閉園することとなった認可保

育施設への支援策の創設 

（４）子ども・子育て支援交付金の基準額の見直し 

・長期休暇支援加算額の基準額の見直し 
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[要望理由] 

（１） 私立幼稚園の施設整備に対する補助については、国・都道府県を中心に行っ

てきたところであるが、平成２７年度から、私立幼稚園が認定こども園に移行

する場合や、移行済みの認定こども園が老朽化により改築を行う場合の施設整

備に対する補助は、原則、保育機能部分の改築費用を国及び本市が負担している。 

    さらに、これまで認定こども園の幼稚園機能部分の耐震化整備については、

国の負担であったが、こども家庭庁設置を機に認定こども園施設整備に係る交

付金が統合（就学前教育・保育施設整備交付金）され、幼稚園機能部分の耐震

化整備についても市町村の負担が生じることとなったため、国の財政支援が必

要である。 

併せて、子ども・子育て支援法に基づき市町村が支給する１号認定子どもに

係る施設型給付費は、これまで国・都道府県が行ってきた私学助成制度に代わ

るものであることから、市町村に過剰な負担が生じないよう、都道府県から市

町村に、適切に財源を移譲する必要がある。 

 （２）  私立幼稚園の認定こども園移行に係る国庫補助である就学前教育・保育施設

整備交付金（旧、認定こども園施設整備交付金）については、主に施設の新設、

増築、大規模修繕などを想定した補助であり、保育室の内部改修や調理室の改

修などの小規模な改修により、初期費用を抑えて移行するケースには活用する

ことができない。本市においては、こうした小規模な改修による移行が大半を

占める状況に鑑み、平成２８年度に市単独補助を創設したところであるが、多

様な移行形態に柔軟に対応し、移行を希望する幼稚園を支援するため、小規模

改修等に対する国庫補助を創設する必要がある。 

（３）  定員割れなどを理由とし、閉園となる園が近年市内で増えてきている。本市

では、事業者からの相談に対し、園の継続に向けた協議や、止むをえず、事業

者において閉園という判断に至った場合でも、在園児の処遇や保護者への案内

など事業者への支援を行っている。少子化の進行等により、今後、全国的に閉

園事例が顕在化すると考えられるため、円滑な閉園に向けて、中小企業・小規

模事業者廃業支援と同様の、情報提供や専門家相談などの支援策を、国として

創設するよう要望する。 

（４） 本市では、放課後児童クラブにおける待機児童が多数発生している。待機児

童対策においては、受入枠の拡充を図るため、施設の新規整備や増設が最も有

効ではあるが、児童数の減少に伴い待機児童のピークが今後５年程度と想定さ

れることから、積極的な施設整備にも課題がある。 

そこで、本市における放課後児童クラブの月別利用者数の推移をみると、令

和４年４月時点の９，５３４人（待機児童数８３人）から、夏休み終了後の９

月１日には８，９７９人（待機児童数２６人）、１２月１日には８，４１２人

（待機児童数１１人）と減少するなど、この傾向は例年見られ、また、利用者

からも夏季休業期間のみ利用したいといった要望が寄せられるなど、学校の夏

季休業期間の保育需要が高いものと認識している。 

本市は、夏季休業期間の保育需要に対応するため、令和４年度から、学校の

教室等を活用し、夏季休業期間限定で支援単位を増やす事業を試行的に実施す

るが、指導員の配置や保育環境整備などの必要な経費と乖離している補助単価

を実情に見合った金額へ引き上げるなどの制度の拡充を要望する。 

[千葉市担当] 子ども・子育て支援新制度  ：こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課   ℡ 043-245-5977 

                     こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課   ℡ 043-245-5726 

        放課後児童クラブ     ：こども未来局こども未来部健全育成課     ℡ 043-245-5177 



19 

 

［参 考］ 

 １ 認定こども園、保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業等の設置状況及び

待機児童の状況                  （各年４月１日の状況） 

区  分 令 和 元 年 令 和 ２ 年 令 和 ３ 年 令和４年 令 和 ５ 年 

施設数 310 331 343 344 349 

定員 17,813人 18,570人 19,057人 19,218人 19,642人 

入 所 待 ち 

児 童 数 
429人 485人 491人 588人 754人 

待機児童数 

（国定義） 
4人 0人 0人 0人 0人 

  ※平成29年度以降の待機児童数は新定義。 

新定義：育児休業中で保護者の復職の意思を確認できる場合を待機児童に含める。 

旧定義：育児休業中は待機児童に含めないことができる。 

 

【施設、定員の内訳】                (令和５年４月１日現在) 

種   別 施設数 定  員 

認定こども園 44 2,303人 

保育所 223 16,245人 

小規模保育事業 58 917人 

事業所内保育事業（地域枠のみ） 15 144人 

家庭的保育事業 7 30人 

居宅訪問型保育事業 2 3人 

 

２ 事業費                         （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区       分 

令和４年度実績見込 令和５年度当初 (ｂ) 

/ 

(ａ) 事業費 国費(ａ) 事業費 国費(ｂ) 

保育所等の整備 197 142 425 313 2.2 
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３ 放課後児童クラブの状況 

（１）年別利用児童数と待機児童数の推移 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

利用児童数 9,482 9,802 10,248 10,318 9,685 9,534 9,215 

待機児童数 269 638 347 408 168 83 71 

 

（２）月別利用児童数と待機児童数の推移（令和４年度） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

利用児童数 9,534 9,528 9,493 9,468 9,472 8,979 8,720 

待機児童数 83 84 78 76 34 26 15 

 

11月 12月 1月 2月 3月 

8,582 8,412 8,251 8,146 8,059 

12 11 11 11 10 

※８月に休所届が提出されている枠を活用し、待機となっている利用希望者に対し、 

８月限定の利用を受け付ける対応を実施することにより、８月期の大幅な待機児童 

の減少となっている。９月以降の待機児童減少は、利用児童数の自然減による減少。 

 

（３）事業費 

                 （単位：百万円） 

   

国費の積算基準 

  ・基準額 

   長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 

    開所日数×19,000円（国 1/3、県 1/3、市 1/3） 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 

令和４年度当初 

３か所実施 

令和５年度当初 

５か所実施 
 (ｂ)  

  ／ 

 (ａ) 事業費 国費(ａ) 事業費 国費(ｂ) 

子ども・子育て支援交付金 
9 

(8,844千円) 

1 

(760千円) 

12 

(11,850千円) 

1 

(1,108千円) 
1.5 
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［こども家庭庁・厚生労働省］ 

７ 子どもの貧困対策の推進について 

 

国においては、現在、子どもの約７人に１人が相対的貧困の状況にあ

り、子どもの貧困対策は、全国的な課題となっております。このような

中、本市では、令和５年３月に「第２期千葉市こども未来応援プラン～

子どもの貧困対策推進計画～」を策定し、経済的に困難な状況にある子

どもや家庭に対する施策を総合的・効果的に推進しております。 

自治体による地域の実情に応じた子どもの貧困対策に対し、財政的支

援をいただいているところでありますが、施策の実効性を高めるため、

次の事項について、強く要望いたします。 

 

（１）「地域子供の未来応援交付金」ほか、子どもの貧困対策

に係る財政措置の拡充及び恒久化  
 

［要望理由］ 

子どもの貧困については、家庭環境の乱れによって、子どもの生活習慣や学習習

慣が形成されないなどの課題があり、子どもや家庭に対する直接的な働きかけや、

様々な支援制度がある中で子どもを適切な支援制度につなげていくなど、子どもや

家庭の状況に応じた適切な支援が必要である。 

本市では、これらの課題に対応するため、平成２９年度から「子どもナビゲー  

ター」を配置し、順次拡充しており、令和５年度をもって全市への配置が完了する。

このような市町村等の創意工夫による事業に対して、「地域子供の未来応援交付金」

が設けられており、令和３年度から補助基準額が都道府県と同額に増額されたほか、

つながりの場づくり緊急支援として補助が追加されるなど、制度の拡充が図られて

いたところであるが、令和５年度については、補助率の減少や、一部補助メニュー

が他の補助金へ統合されて大幅に内容が変更された。 

事業を安定的に実施するとともに、事業拡充により実効性を高めるためには、十

分な財源が必要であることから、事業実態に応じた財政措置の拡充と恒久化が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  こども未来局こども未来部こども家庭支援課 ℡ 043-245-5179 
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［参 考］ 
１ 事業概要 

   生活困窮世帯等の子どもの生活習慣、生活環境等の改善を図るために、

子どもナビゲーターが対象児童やその家庭に直接働きかけを行うとともに、

学校、区保健福祉センター等の関係機関と連携し、適切な支援制度につな

げている。 
 

【子どもナビゲーター事業イメージ図】 

 
 

  
２ 事業費 

                         （単位：千円） 

※ 事業費に対する国費の割合 

 

【R4】：補助基準額（全域型）    15,000千円、補助率  １／２ 

    補助基準額（１箇所あたり）  3,000千円、補助率  ３／４ 

    補助基準額（新規開設）   3,000千円、補助率 １０／１０ 

【R5】：補助基準額（１箇所あたり）  3,000千円、補助率  ２／３ 

    補助基準額（新規開設）   3,000千円、補助率  ３／４ 

 
 

 

区      分 
令和４年度実績 令和５年度当初 

事業費 国費 事業費 国費 

子どもの貧困対策総合 

コーディネート事業 

（子どもナビゲーター事業） 

31,871 
19,500 

（61.2％）※ 
41,893 

12,250 

（29.2％）※ 

「全域型」の補助については、「母子家庭等対策総合支援事業補助金」

（厚生労働省）に統合されるが、補助金併用の可否については不明 
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［こども家庭庁］ 

８ 児童相談所の体制強化に向けた専門職確保支援
について 

 
国においては、これまでも、児童虐待防止に向けた対策の強化の取組

みが推進されてきたところですが、全国での児童虐待相談対応件数は増

加し、虐待による死亡事件は後を絶たない状況であることから、令和４

年６月に児童福祉法が改正され、一時保護開始時の司法審査導入や子ど

もの意見聴取等の仕組みの整備等が示されたほか、１２月には、新たな

児童虐待防止対策体制総合強化プランが策定され、児童福祉司や児童心

理司の更なる増員、医師等の配置義務、弁護士との常時相談体制の維持

等が示されたところです。 

 本市においても、児童相談所の体制強化として、児童福祉法の改正を

踏まえた児童福祉司等の様々な専門職員の配置・増員や資質向上に継続

的に取り組んできているところです。しかしながら、特に首都圏におい

ては、児童虐待相談対応件数が多く、かつ児童相談所新設が急速に進ん

でおり、配置基準を満たす児童福祉司等の専門職員の確保や、弁護士等

による常時の法的相談体制の維持が大きな課題となっております。 

 ついては、次の事項について、特段のご配慮をお願いします。 
 

（１）児童相談所の体制強化にあたり、配置基準に定められ

た児童福祉司等及び医師を確保し、また弁護士との常

時相談体制を確保するため、国として、さらに踏み込

んだ人材確保・育成策を講じること。 

 
 
［要望理由］ 

（１） 各自治体において、配置基準に定める児童福祉司等を確保するためには、自

治体間での競合とならないよう、各専門職について、全国レベルで必要な総数

を確保することが不可欠であり、奨学金制度創設等、より確実・効果的な国の

支援体制整備が必要である。 

また、医師や弁護士との相談体制を確保するにあたっては、地域での高度な 

専門職の担い手不足の現状があり、国の責任において、児童相談所分野の専門

性や意欲がある医師、弁護士の育成・確保の支援が必要である。 

 

 

 

 

[千葉市担当]  こども未来局こども未来部東部児童相談所 ℡ 043-277-8820 
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［参 考］ 
 １ 児童虐待相談対応件数推移 

    H30 R元 R2 R3 R4  

児童虐待対応件数 1,513 1,654 1,766 2,277 2,472  

虐待通告件数（非該当含） 1,859 2,295 2,281 2,896 3,031  

対応件数：調査の結果、虐待として認定した件数 

通告件数：非該当も含む、すべての通告件数 

 

２ 児童福祉法による配置基準に応じた職員配置数推移 

    H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 

児童虐待対応件数 1,513 1,654 1,766 2,277 2,472 2,744 3,016 

児童福祉司数算定 

 ①（人口割） 
20 28 28 28 34 34 34 

 ②（件数割） 5 4 14 18 21 33 39 

 ③（市町村支援） ― 1 1 1 1 1 1 

 ④（里親支援） ― 1 1 1 2 2 2 

児童福祉司数 25 34 44 48 58 70 76 

児童心理司数 13 16 17 19 22 25 37 

全職員数 54 57 82 100 114 133 － 

R5～6対応件数：R元～R4の増加数に基づく想定値  

児童福祉司：R3まで経過措置（人口3.5万人に1人）適用、R4～改正法（R元)による配置基準 

（人口3万人に1人）適用      

 児童心理司：R5まで経過措置（福祉司の3人に1人以上）適用、R6～改正法による配置基準 

（2人に1人以上）の配置（会計年度職員3.4人工含む） 

 

 ３ 児童福祉法の改正による弁護士の配置等（R4.4.1施行）  
    児童相談所業務のうち、法律に関する専門的な経験を必要とするものについて、常時弁護士

による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこ

れに準ずる措置を行うものとすること。 

（児童福祉法第12条第4項関係） 

 

 ４ 児童福祉法の改正による医師及び保健師の配置（R4.4.1施行） 
   児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる

所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ含まれなければならないこと。 

（児童福祉法第12条の3第8項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

［デジタル庁・総務省］ 

９ システム標準化に係る移行期限及び経費の補助
について 

 
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第

４０号）」において、地方自治体は対象の２０業務を標準仕様に準拠した

システムへ移行することが求められています。本市では、住民記録や税

等の業務を取り扱う基幹システム等について、標準準拠システムへの移

行を推進しています。 

ついては、次の事項に係る制度の改善について、強く要望いたします。 

 

（１）令和７年度末の移行期限までに全国の自治体が一斉に

移行することは、非常に大きなリスクがあるため、 

令和８年度以降も２年程度の移行期間を設け、段階的 

に移行することができるよう移行期限の見直しを行 

うこと。 

（２）移行期限までに標準化に対応するために必要な人的 

リソースを確保するとともに、標準仕様に準拠した 

システム等の情報について、早期に開示するように 

事業者に強く働きかけを行うこと。 

（３）外的な要因等やむを得ない理由がある場合は、移行期 

限の超過について、補助金の返還対象としないこと。 

また、デジタル基盤改革支援補助金は、移行経費全体 

を到底賄えるものではないことから、上限額及び対象 

事業、補助対象経費を拡充すること。 
 

［要望理由］ 

（１） 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、国が求める

目標期限(令和７年度末)までに、住民基本台帳や税務などの事務処理に使用す

る基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行

する必要がある。しかし、目標期限までに、短期間で全国の自治体が一斉に移

行すること、各自治体においても全ての対象業務を一斉に移行することは、非

常に大きなリスクがあるうえ、事業者の人的リソースが不足することにより、

移行に必要な費用が各システムを個別に移行する場合よりも高騰することが

見込まれる。また、総合窓口など自治体独自の施策についても、標準化に対応
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するための検討期間が短いことから、これらの業務見直し等が適切に行われな

い場合には、窓口運用に支障を来たし、市民サービスの低下を招くおそれがある。  

このことから、安全・円滑に、リスクを抑えつつ最適な形で標準化への移行

を実現できるように、段階的に移行するために移行期限の見直しを行うことを

要望するものである。 

（２）  短期間に全国の自治体が一斉に移行作業を実施することで、事業者の需要

過多となり、対応可能な事業者が限定されるほか、対応可能であっても十分

な質・量の人工を確保できず、システムの品質低下を引き起こすリスクがあ

る。本市においても、システム事業者に対応可否などの情報提供依頼を実施

しているが、現行システムの提供事業者において既存業務の範囲に限定して

対応可能との回答を得ている状況であり、一部のシステムにおいては標準仕

様に準拠したシステム等が導入できないおそれがある。このことから、標準

仕様に準拠したシステムを提供する事業者に対して、必要な人的リソースを

確保すること、並びに標準仕様に準拠したシステム等の情報を早期開示する

ように働きかけを行うことを早期に要望するものである。 

（３）  国が定める標準仕様に準拠したシステムに移行するために必要となる準備

経費や移行経費に対する補助金（「デジタル基盤改革支援補助金」）の交付に

ついては、２０業務すべてを目標期限内に移行することが条件であるため、

目標期限までに、短期間で全国の自治体が一斉に移行することにより、対応

ができるシステム事業者が見つからない等の外的要因により、目標期限まで

に各自治体が２０業務すべての標準化への移行が実現できない場合であって

も、補助金交付の対象とすることを要望するものである。また、一定の条件

を満たせばガバメントクラウド以外の環境でも補助対象に加えるなど財政支

援の条件が緩和されたものの、そもそも現時点の基金では移行費用の過半が

賄われない見込みであるため、一層の補助財源の確保を要望するものである。 

 

 

［参 考］  

本市のシステム構成 

 

[千葉市担当]  総務局情報経営部情報システム課 ℡ 043-245-3005 



27 

 

［総務省］ 

10 地方交付税における算定方法の見直しについて 

 

 地方交付税において、国から明確な理由や根拠が示されないまま、現

在においても、財政措置の一部に、指定都市であるという理由で、他の

市町村と異なる取扱いが行われており、指定都市の財政需要にそぐわな

い算定方法となっています。 

 ついては、市民サービスを安定的かつ継続的に提供するためには、持

続可能な財政基盤を確立することが不可欠であることから、地方交付税

における算定方法について、下記のとおり要望いたします。 

 

（１）臨時財政対策債について、廃止されるまでの間におい

ては、指定都市に過度な配分を行わないよう、算定方

法を見直すこと。 

（２）特別交付税について、指定都市であるという理由で、

財政力補正や他の市町村と異なる算入率が適用され

ていることから、実態に即した算定方法に見直すこと。 

 

［要望理由］ 

（１） 臨時財政対策債について、指定都市は他の市町村に比べて財源不足額に対す

る割合が高く算定されているが、本来、財源不足額は地方交付税で対応すべき

ものであることに加え、市債残高管理及び資金調達の観点からも課題である。 

     本市においても、令和４年度の地方交付税算定にあっては、財源不足額の約

４割に臨時財政対策債が配分されており、他の市町村における算定方法により

算出した配分額と大きな乖離があることから、算定方法の見直しが必要である。 

（２） 特別交付税について、公営企業関係経費などの項目において、大都市である

が故に多額に生じている経費があるにもかかわらず、指定都市であるという理

由で、財政力補正や他の市町村と異なる算入率が適用されている。 

    本市においても、例えば「卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業

者の指導監督に要する経費」などの算定項目について、財政力補正や算入率の

適用が、他の市町村と異なる取扱いとなっていることから、実態に即した算定

方法への見直しが必要である。 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  財政局財政部資金課 ℡ 043-245-5078 
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［参 考］ 
１ 臨時財政対策債について 

 （１）算定方法の相違による他の市町村との乖離状況（令和４年度算定） 
（百万円） 

 財源不足額に 

乗ずる率 
発行可能額 指定都市との差 

指定都市 4.3481 13,365 ― 

中核市 2.9807 9,162 △4,203 

他市町村 1.8483 5,681 △7,684 

  ※ 本市の基礎数値をもとに中核市、他市町村の算定方法により試算 

 

 （２）普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 再算定、調整復活後の値 

(41%) 

 
 

 （３）全会計における市債残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（億円） 

(25%) 

(7%) 

 
 

 

 

 

 

 

（億円） 
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 （４）市債発行額の推移（資金区分別） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別交付税について 

 〇 算定方法の相違による他の市町村との乖離状況（令和４年度算定） 

  （例）卸売市場等の建設改良に要する経費 
 

(対象経費) 
 

(算入率) 
 

(財政力補正) 
 

(算入額) 
 

指定都市 29,188千円 × 0.3 × 0.5 ＝ 4,378千円  

一般市町村 29,188千円 × 0.7   ＝ 20,432千円 (△16,054千円) 

   ※ 本市の基礎数値をもとに試算 

  （例）下水の高度処理に要する経費 
 

(対象経費) 
 

(算入率) 
 

(財政力補正) 
 

(算入額) 
 

指定都市 354,282千円 × 0.7 × 0.5 ＝ 123,999千円  

一般市町村 354,282千円 × 0.7   ＝ 247,997千円 (△123,998 千円) 

   ※ 本市の基礎数値をもとに試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（億円） 
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［法務省・文部科学省］ 

11 在留外国人に対する日本語教育等の推進について 
 

本市の外国人市民の数は増加を続け、在留期間は中長期化しており、

外国人市民が日本人市民とともに地域の中で活躍する多文化共生社会の

実現が求められています。 

このような中、本市では、多言語による生活情報や日本語学習機会の

提供をはじめ、医療・福祉・夜間中学を含む学校教育等における在住外

国人支援を進めておりますが、誰一人取り残すことなく等しくサービス

を提供することが、年々困難な状況となっています。 

外国人の出入国管理や在留資格制度については、国の社会政策による

ものであり、諸外国においては政府が外国人に対する言語や社会制度を

学習する機会を提供する例もあるように、こうした多文化共生施策は自

治体の取組みだけでは限界があると考えます。 

ついては、中長期の在留を希望する外国人に対する日本語教育等の制

度設計に関し、次の事項について、強く要望いたします。 

 

（１）入国時に日本語教育や生活オリエンテーションを受け 

る機会の提供 

（２）在留資格変更及び更新において日本語能力や日本の社 

会制度などへの理解を前向きに評価する仕組みの導入  

（３）国が自治体に求める日本語教育の提供体制構築への 

財政措置 

（４）夜間中学における日本語指導の実態を踏まえた、教育 

支援体制構築への財政措置 

［要望理由］ 

本市における外国人市民数は、令和５年３月末において３万人を超え、外国人比

率は３．２％となっており、今後も総人口が減少する局面において、外国人市民数

の増加や比率の上昇が見込まれている。 

また、外国人市民の在留期間は中長期化しており、支援のニーズが多種多様にな

るとともに、言葉の壁や文化の違いによる理解不足によって、日本人市民との軋轢

が生じることもある。小中学校においても外国人児童生徒は年々増加しており、支

援が行き届いているとはいえない状況である。 
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さらに、本年４月に開校した、学齢期を超えた生徒が対象である夜間中学におい

ては、外国人生徒が全体の約３分の２を占め、日本語理解が不十分である生徒もい

ることから学習に必要な日本語指導をせざるをえない状況である。 

令和４年１１月の文化庁文化審議会国語分科会報告書「地域における日本語教育

の在り方について」では、定住する外国人に求められる「自立した言語使用者とし

て生活していく上で必要とされる日本語教育（Ｂ１レベル）」を掲げ、初心者から

の学習時間として３５０～５２０時間の目安が示されたが、令和４年２月に実施し

た本市の調査では、Ｂ１レベルに満たない外国人が、約６，０００人いることが分

かっており、達成が困難な目標となっている。 

国籍や文化が異なる人々が、地域社会の構成員として共にいきていく多文化共生

社会の実現に向けて、日本に中長期の在留を希望する外国人が、入国時から日本語 

教育や社会制度を理解する機会が確実に提供されるように、国の責任において、有

効かつ実現可能な制度設計を強く要望する。 

 また、国が求める日本語教育を、自治体が外国人市民に提供するためには、教師

の養成や教育の提供といった体制構築にあたり多額の経費を要する見込みである

ことから、必要な経費を全額国費で措置することを要望する。 

 

 

 

 

 

 

 
［参 考］ 

１ 本市の外国人市民数の推移及び推計 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  ・在留外国人に対する日本語教育等に関すること 

総務局市長公室国際交流課          ℡ 043-245-5019 

        ・夜間中学に関すること 

         教育委員会事務局教育総務部企画課  ℡ 043-245-5907 

（出典）千葉市住民基本台帳（各年３月末現在）、R5 以降は千葉市国際交流課推計 

単位：人 
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２ 日本語能力不足により、日常生活に困ることがある外国人数 

 
（話すについて） 

まったく 

できない 

不自由する 

ことが多い 

ときどき不自由 

することがある 

ほとんど 

不自由しない 

2.9% 18.6% 38.7% 39.8% 

 

 

 

 

 

 

３ 諸外国の事例 
韓国 ドイツ

主に法務部(法務省) 連邦移住難民庁(BAMF)

(1)

基礎

(1)初期オリエンテーション

　 プログラム

  （＝新規移民者のための

          オリエンテーション）

・日常生活情報

・韓国の基本的な法と秩序

・外国人登録、在留資格変更

(1)統合コース（700単位）

①語学コース（うち、600単位）

・日常生活でのドイツ語

（ex.子育て、学校、就職、買い物、銀行、病院、住宅等）

②オリエンテーションコース

（うち、100単位）

・ドイツ政治システムの理解

・市民の権利と責任に関する 知識習得

・異文化対応力の習得

（1単位：45分）

【目的】：社会への統合

(2)

応用

(2)韓国移民統合プログラム（KIIP）

・韓国の言語と文化

・韓国文化教育、市民教育、地域参加

・帰化のために受講必須

(2)職業別語学コース

 ①一般コース（最大400単位）

 ②特別コース（例：医師向け）

【目的】労働市場への統合

(1)7,237人

(2)43,552人

(1)300,000人

(2)100,000人

(1)10億5,300万ウォン

　　（＝約1億1,000万円）

(2)99億8,700万ウォン

　　（＝10億4,300万円）

675,484,000ユーロ

（＝946億円）

国名

政策主体

社会統合

政策の

概要

参加者数

（2021年）
ドイツは11月までの数値

予算(2022年度)

 
 

 

 
 

 

まったく 

できない 

不自由する 

ことが多い 

ときどき不自由 

することがある 

ほとんど 

不自由しない 

877 人 5,576 人 11,615人 11,932 人 

（出典）●韓国について 

「社会統合政策：韓国の事例」JANG Juyoung, Ph.D 副研究委員 移民政策研究院(MRTC) 

●ドイツについて 

・「ドイツの統合コース制度におけるオリエンテーションコース」Dr. Felix Hartmann,  

セクション 82C 言語・政治教育に関する諸問題 

・予算は、Bundeshalt 2022 

https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2022/soll/BHH%202022%20gesamt.pdf 

（出典）令和３年度 千葉市外国人市民アンケート 

 

外国人総数 30,000人とすると、 

約 6,000人が日常生活に困ることがある ⇒ 日本語教育を要する 
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４ 都道府県、市町村の役割について 

 
（１）都道府県の役割 

  ア 域内の日本語教育の体制整備 

  イ 域内の市町村の日本語教育担当者等の研修 

  ウ 域内の日本語教育のニーズの把握 

  エ 域内の日本語教育の活動内容の広報 

（２）市町村の役割 

  ア 日本語教育の実施 

  イ 日本語学習支援者の育成 

  ウ 外国人等のニーズの把握 

  エ 日本語教育に関する広報、住民の理解促進 
 

※ 文化庁 文化審議会 国語分科会 報告書「地域における 

日本語教育の在り方について（報告）」より 

 

 

【参考】外国人市民約 6,000人への日本語教育提供（B１レベル）に必要な経費（本市試算） 

    ＜前提条件＞ 

〇必要な教師を 300人と想定（「外国人生徒：教師＝20：1 」） 

〇教師を養成後、教育を提供（複数年対応を想定） 

〇外国人市民 1人当たり 520時間の学習時間（1日 3.5時間、週 3日、50週 ≒ 520時間） 

     

 

教師養成＋教育提供で、約１５億円の経費が必要 ※生徒数増に応じた追加対応が必要 
 

※1  現状、民間事業者が提供する日本語教師養成講座（420h）を参考 
※2  本市内ビル平均坪単価 
※3  300 人が講習を受ける面積（約 200 坪(法務省基準(2.3 ㎡/人)×30人)×10 か所(講師 10 人)） 
※4  6,000 人が教育を受ける面積（約 4,000 坪（法務省基準(2.3 ㎡/人）×6,000 人）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「政令指定都市は、 

市町村の役割に加え、 

都道府県の役割を 

果たすことが期待される」

とされており、 

国が求める日本語教育

を提供するためには 

多大な費用を要する 

と見込まれる。 
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［文部科学省］ 

12 不登校児童生徒の多様な学びの機会の確保について 
 

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

によると、令和３年度の全国の不登校児童生徒数は 244,940 人と平成２

７年度からの６年間で約２倍に激増し、過去最多となっています。本市

においても増加傾向であり、その対応や支援が急務となっています。          

不登校児童生徒一人一人の背景やニーズは多様化していることから、

個に応じた適切な支援や働きかけが求められており、本市においては、

「校内教育支援センター（別室登校）」や、「教育支援センター」の２事

業をはじめとした不登校児童生徒支援に関する取組みを行っています。 

しかしながら、令和４年度の国の不登校児童生徒支援に係る補助事業

の予算は、文部科学省所管一般会計予算「文教関係予算」の１％にも満

たないことからも、不登校児童生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に

向かう環境づくりに向けた十分な支援ができているとは言えません。 

そのため、「十分な数の教職員等が配置されていないことから、安定的、

継続的に支援をすることができない」こと、「場所の確保や整備ができず、

校内教育支援センター（別室登校）や、教育支援センターを開設、拡充

することができない」こと等が課題となっています。 

そこで、不登校児童生徒の多様な学習機会の確保と学びの質の向上に

向けて、今後より一層支援を充実していくため、次の事項について、強

く要望いたします。 
 

（１）校内教育支援センターや教育支援センターにおいて、

不登校児童生徒支援を行う教職員を、「公立義務教育

諸学校の学級編制及び教職員定数の標準等に関する

法律」及び「公立高等学校の適正配置及び教職員定数

の標準等に関する法律」における教職員定数に位置付

けるなど、安定的な配置に向けて必要な措置を講ずる

こと。 

（２）（１）が実現されるまでの当面の措置として、校内教

育支援センターや教育支援センターにおいて、不登校

児童生徒一人一人に応じた支援を行うための人員の

確保に向けて、国の予算を増額し、加配定数の拡充や、

国庫補助における財政支援を現在の３分の１からさ

らに拡充するなど、必要な措置を講ずること。 



36 

 

（３）校内教育支援センター及び教育支援センターを設置 

するための場所の確保や、環境整備にかかる費用につ

いて、十分な財政措置を行うこと。 

（４）不登校児童生徒への多様な学びの機会に向けた支援 

において、各自治体が創意工夫をしながら柔軟に対応

できるよう、自由度の高い交付金を新たに設けるなど、

十分な財政支援を行うこと。 
 

［要望理由］ 

（１） 校内教育支援センター（別室登校）や教育支援センターにおいて、不登校児

童生徒の支援を行う教職員が十分に配置されていない状況である。そのため、

教室に入れない児童生徒が登校しても、その時間に授業を担当していない教員

や、管理職、養護教諭等が対応するしかない現状がみられる。教育支援センタ

ーにおいても、学習機会の充実のためには教員免許保持者の配置が必要である

が、財政面の課題もあり十分ではない。 

児童生徒が安心して過ごし、継続的な学習を行うためにも、不登校児童生徒

の支援を行う教職員を、「義務及び公立高等学校の標準法」における、教職員

定数に位置付けることを要望する。 

（２） 令和３年度は、市内の小学校の６０％、中学校の８５％において、別室で児

童生徒に個別の支援を行っており、支援のための場所が必要になっている。 

しかし、空き教室がない学校もあり、保健室や職員室、場合によっては校長室

等を利用せざるを得ない状況である。また、本市の教育支援センター「ライト

ポート」では、令和４年度から小学生専用の教室を開設しているが、使用する

場所にはエアコン等がない場合もある。環境整備にかかる費用面も課題は大き

い。 

現在、場所の確保や、環境整備にかかる費用について、補助金等の財政支援

がされていないため、事業を推進するにあたり、十分な財政措置を要望する。 

（３） 本市では、令和４年度より３ヵ年計画で、不登校児童生徒支援に向けた６つ

の取組みを「不登校対策パッケージ」として実施し、教育相談事業の一層の整

備と拡充を図っている。今後、更なる事業の推進ができるよう、自由度の高い

交付金を新たに設けるなど、十分な財政支援を要望する。 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当] ・校内教育支援センター（別室登校）配置 

        教育委員会事務局学校教育部教育支援課  ℡ 043-245-5935 

       ・教育支援センター「ライトポート」設置  

        教育委員会事務局学校教育部教育センター ℡ 043-285-0900 
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［参 考］  
  １ 本市の不登校児童生徒数の変化 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 校内教育支援センター（別室登校）における支援状況 

 （１）教室に入れない児童生徒が登校して別室等で支援を受けた人数 

    
 

 
 （２）別室で個別に指導・支援を行った学校数（Ｒ３年度） 

 

 

 

 

  

（３）対応している教職員 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

千葉市立小学校 千葉市立中学校 

65校／108校 ・・・60％ 46校／54校  ・・・85％ 

 対応した教職員 問題点・必要性 

小学校 
管理職、養護教諭、

教務主任、SC、他 

・児童生徒にとって、常に異なる教職員が対応することとな

り、安心した環境で過ごすことや継続的な学習を行うことが

できていない。（小中共通） 

・保健室や職員室で養護教諭や管理職が対応し、本来の業務

が後回しになっている。（小学校） 

・本来、教材研究や担任業務等を行う空き時間に個別対応を

しており、本来の業務が後回しになっている。（中学校） 
中学校 

空き時間の教員 

管理職、他 

(人) (%) 
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３ 教育支援センター「ライトポート」の通級児童生徒数 
                           （人） 

 

４ 本市が行っている不登校対策施策 

 

不登校対策パッケージとして６つの取組を実施（令和４年度～６年度） 

① 教育支援センター「ライトポート」の機能拡充 

② スクールカウンセラーの機能強化 

③ 教職員への啓発と研修の充実 

④ ギガタブ（一人一台端末）を活用した登校支援【別室登校】 

⑤ 教育センターの相談機能の拡充 

⑥ フリースクール等との連携強化 

             
５ 事業費  

                        （単位：百万円） 

   

国費の積算基準 

 ・教育支援体制整備事業費補助金「補習等のための指導員等派遣事業」 

「学習指導員等の配置 学校生活適応への支援」 国 1／３補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２９ 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

全体 125 134 157 128 199 313 

中学生 120 125 142 118 168 190 

小学生 5 9 15 10 31 123 

区      分 
令和４年度実績 令和５年度当初  (ｂ)  

  ／ 

 (ａ) 事業費 国費(ａ) 事業費 国費(ｂ) 

ステップルーム 

ティーチャー配置 
  １２ 

４ 

（予定） 
 

ライトポート指導員 

配置 
７２ ２４ １１７ ３９ １．６２ 
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［文部科学省］ 

13 夜間中学に係る支援の充実について 
 

夜間中学は、義務教育未修了者や不登校等により十分な教育を受けら

れないまま中学校を卒業した者、本国又は我が国において義務教育が修

了していない外国人等の就学機会の確保に重要な役割を担っております。 

本市では、本年４月に夜間中学を開校し、初年度の入学者は全体で３

０人を超えるとともに、年齢は１０代から６０代と幅広く、また、外国

人が全体の約３分の２を占めるなど、多様な生徒への対応が必要となっ

ております。 

そのため、生徒一人一人に合わせた支援が行えるよう、個々の習熟度

や日本語能力に応じた教育課程を編成し、全ての授業において複数の教

職員を配置するとともに、日本語が不慣れな生徒に対応するため、日本

語指導教員を配置するなどの対応を行っているものの、支援体制は十分

とはいえない状況です。 

また、生徒の中には経済的に困難な方もおり、夜間中学で安心して学

び直しができるよう、経済的な支援が必要であるため、本市では独自の

支援を行っているところです。 

ついては、安定的な学校運営を継続するとともに、全ての生徒が安心

して充実した学校生活を送ることができるよう、次の事項について、強

く要望いたします。 
 

（１）教育支援体制整備事業費補助金（夜間中学の設置促

進・充実事業の拡充） 

・補助対象期間を撤廃すること。 

・補助対象経費に対する補助率を引き上げること。 

（２）多様な生徒に対応するための支援の充実 

・外国人生徒に対応するためのデジタル教科書を無償給 

与すること。 

・経済的に困難な方が夜間中学に就学する際の支援制

度を新設すること。 

（３）教職員配置の充実 

・一人一人の生徒に丁寧に対応できるように、学級定

員の引下げや教職員配置基準の見直しを行うこと。 
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［要望理由］ 

（１）  夜間中学において、義務教育未修了者や不登校等により十分な教育を受けら

れないまま中学校を卒業した者、本国又は我が国において義務教育が修了して

いない外国人など、多様な生徒が在籍することが想定され、年度ごとに状況に

応じた教育活動や環境整備、教材準備等が求められる。 

これらの変化に柔軟に対応し、安定した運営を可能とするため、教育支援体

制整備事業費補助金の補助対象期間について、開設後３年間と限定せず、継続

的に支援を行うとともに、補助対象経費に対する補助率を引き上げるなど、財

政的支援の拡充が必要である。 

（２）  本市の令和５年度入学者の約３分の２が外国籍であることから、外国人生徒

が安心して学習できるよう、ふりがな表示や文の読み上げなどの機能を有する

デジタル教科書を無償給与の対象とすることが必要である。 

また、夜間中学で学ぶ生徒が年齢に関わらず経済的支援を受けることができ

るよう、現行の就学援助制度のような支援制度の新設が必要である。 

（３）  夜間中学に通学する生徒は、年齢や国籍、学習歴等が大きく異なるため、こ

れら多様な生徒一人一人のニーズに応えるためには、小規模の生徒集団を多く

の教職員で支援する必要がある。 

そのため、学級定員の引下げや教職員配置基準の見直しのほか、外国人生徒

に対して丁寧な指導を行えるよう、多言語でコミュニケーションが可能である

職員等の配置の拡充が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  ・夜間中学設置 

教育委員会事務局教育総務部企画課    ℡ 043-245-5907 

・教科書事務 

教育委員会事務局学校教育部教育指導課  ℡ 043-245-5934 

        ・就学支援制度 

教育委員会事務局学校教育部学事課    ℡ 043-245-5928 

        ・職員配置 

教育委員会事務局教育総務部教育職員課  ℡ 043-245-5930 
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［文部科学省］ 

14 ＩＣＴを活用した学習環境の整備について 
 

令和の日本型学校教育を実現していくため、本市では、全ての児童生

徒がＧＩＧＡスクール構想で整備した端末を活用し、効果的に学習を進

められるよう、これまでの教育実践とＩＣＴ活用を組み合わせた個々の

児童生徒に寄り添う新しいスタイルの学校教育を模索しているところで

す。 

引き続き、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代を生きる子供たちに相応しい教

育環境を、整備・維持していくことが必要であることから、ＩＣＴを活

用した学習環境の整備を進めるため、次の事項について、特段のご配慮

をお願いします。 
 

（１）デジタル教科書全教科導入に向けた支援を行うこと。 

（２）インターネット環境の無い児童生徒への通信費などの

支援を行うこと。 

（３）ネットワークの回線増強の整備及び維持管理に係る費

用等について、継続的かつ十分な財政支援を行うこと。 

（４）ＩＣＴ支援に係る必要な人材の確保等、教員が日常的

にＩＣＴを活用できる体制づくりの推進に向け、継続

的かつ十分な財政支援を行うこと。 

（５）ＧＩＧＡスクール構想で整備した端末の次期更新に向

け、国による財政支援の見通しを示すこと。 
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［要望理由］ 

（１） 本市では、小学校５・６年生において、令和２年度から英語、令和３年度か

ら社会の指導者用デジタル教科書を導入し、令和４年度は１２校を研究推進校

として国語、理科、算数を導入した。また、中学校１・２年生において、令和

３年度より地理・歴史の指導者用デジタル教科書を導入し、令和５年度は１２

校を研究推進校として国語、理科、数学を導入した。 

    指導者用デジタル教科書については、資料を即座に表示でき、写真や図表の

拡大表示、書き込みが可能なことなどから、その導入効果が認められており、

今後、デジタル教科書が広く普及することが望まれる。 

    しかしながら、導入にあたってはライセンス取得に費用負担が発生すること 

   から、財政負担軽減のため、指導者用デジタル教科書導入に対する補助制度の 

   新設が必要である。 

（２）  本市では、家庭にインターネット環境がない児童生徒も一定数存在しており、 

   休校時などにおいて、そうした児童生徒に対しても学習機会を保障するため、 

   オンラインでの学習にかかる通信費の支援が不可欠である。 

（３） 本市では、令和２年度に小・中学校等のシステムを更新し、１ギガビット毎

秒の高速回線による円滑なネットワーク環境を整備しているが、コロナ禍で前

倒しの整備となったＧＩＧＡスクール構想による児童生徒１人１台端末を活

用するために十分な回線速度となっておらず、授業中に画面がフリーズするな

どの支障が出ている状態である。さらに、令和６年度には学習者用デジタル教

科書の本格導入及び全国学力・学習状況調査のＣＢＴ化によりさらなる回線速

度が必要と見込まれる状況である。 

    ネットワーク回線の増強には多大な費用の増額が見込まれるため、今後も継

続的、かつ大幅な支援の拡充を求める。 

（４） 各学校においては、ＧＩＧＡスクール構想の実現により整備された１人１台

端末を活用した個別最適な学習や協働的な学習が進められている。今後、オン

ライン学習も含め端末を活用した授業等の内容や方法が多様化していくこと

に加え、家庭での活用の促進も図られていくことから、ＩＣＴ教育活動のさら

なる推進と教員が日常的にＩＣＴを活用できる体制づくりを実現する必要が

ある。この実現に向け、ＩＣＴに係る適切な支援ができる人材を確保し学校の

ニーズに合わせた支援を行うためのＧＩＧＡスクール運営支援センター整備

事業とＩＣＴ支援員配置事業の継続を求める。 

（５） 本市では、令和２年度のＧＩＧＡスクール構想の先行実施により、児童生徒

に１人 1台端末（タブレットＰＣ）が配備され、学びを促す授業を推進してき

ている。 

しかし、令和７年度の端末更新に向けての端末の再整備・維持管理には計画

的な準備を要するため、国の端末支援の措置など、具体的な方向性について見

通しを示していただくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  ・デジタル教科書導入 

   教育委員会事務局学校教育部教育指導課     ℡ 043-245-5934 

        ・通信回線使用料、通信ネットワーク回線増強、ＧＩＧＡ端末更新  

教育委員会事務局学校教育部教育改革推進課   ℡ 043-245-5936 

        ・ＧＩＧＡスクール運営支援センター設置、ＩＣＴ支援員配置  

教育委員会事務局学校教育部教育センター    ℡ 043-285-0900 
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［参 考］  

１ 指導者用デジタル教科書整備状況（要望項目（１）関連） 
                         （単位：千円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ｒ５年度の中学校指導者用デジタル教科書 

    数学、理科、国語（１～３年生）対象校 12校 ライセンス期間２年間 

Ｒ４年度の小学校指導者用デジタル教科書 

    算数、理科、国語（５・６年生）対象校 12校 ライセンス期間２年間 

   Ｒ３年度の小学校指導者用デジタル教科書 

    社会（５・６年生）対象校 108校（全校）   ライセンス期間３年間 

   Ｒ３年度の中学校指導者用デジタル教科書 

    地理・歴史（１・２年生）対象校 54校（全校）ライセンス期間４年間 

 

 

 
２ 千葉市におけるＩＣＴ学習環境調査（令和２年度調査）（要望項目（２）関連） 

 ・Wi-Fi環境等がなく、スマートフォンも使えない家庭 

 

 

 

 

 
・Wi-Fiルーターについて 

 300台を保有しており、学校規模に応じて各校に１～３台を配付。 

   （予備として50台程度を教育改革推進課が管理し、状況に応じて貸与） 

・Wi-Fiルーター（300台）の通信費について 

  Ｒ３年度…１台につき月２Ｇ、550円 

  Ｒ４年度…１台につき月４Ｇ、781円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 
令和４年度実績 令和５年度当初 

事業費 国費(ａ) 事業費 国費(ｂ) 

 指導者用デジタル教科書 

小学校 
3,486 0 0 0 

 指導者用デジタル教科書 

 中学校 
0 0 5,624  0 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

Wi-Fiなし

スマートフォンなし
656 206 2 9
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３ 千葉市の学校現場における回線速度について（要望項目（３）関連） 

（１）現状 

インターネット回線速度 小・中学校数 

１ギガビット毎秒 １６０校 

３ギガビット毎秒 ２校 

（２）今後必要と見込まれる回線速度 

インターネット回線速度 小・中学校数 

１ギガビット毎秒 １３校 

３ギガビット毎秒 ５９校 

５ギガビット毎秒 ９０校 

 

 
４ 千葉市のＧＩＧＡスクール構想で整備した端末について（要望項目（５）関連） 

（１）前回の整備状況 

台数 
76,949 台 

（内訳）児童生徒 69,714台、教員 4,964台、予備 2,271台 

利用期間 令和３年４月～令和８年３月（５年間） 

（２）決算状況 

決算額(R2) 3,681,884 千円 

補助金 
1,392,141 千円（公立学校情報機器整備費補助金） 

（内訳） 47,105 (台)×29,554 (円/台) 

補助率 
・児童生徒３人に２台（※） 

・１台４．５万円を上限（下回る場合は実費相当） 

  ※児童生徒３人に１台は地方財政措置算定分で手当てされていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

［文部科学省］ 

15 公立学校施設の整備推進について 

 

本市では、公立学校施設について、教育環境の向上や施設の長寿命化

を図るため、計画的な整備を推進しております。 

 ついては、次の事項に係る財政措置及び国庫補助事業制度の拡充につ

いて、強く要望いたします。 

 

（１）学校施設環境改善交付金（大規模改造、トイレ改修、

外部改修等） 

・計画事業量に見合った交付金予算額の確保 

・リースを補助対象とする制度の拡充 

・建物の部位ごとの工事を補助対象とするなどの制度 

 の拡充 

・交付金の要件である工事費下限額の引き下げ 

・配分基礎単価（補助単価）の引き上げ 

（２）公立学校施設整備費負担金【校舎等の新増築】 

・将来的に見込まれる学級数を補助対象とする制度の 

拡充 
 

［要望理由］ 

本市の学校施設は、約８０％が建築後３０年以上を経ており、今後、建物内外部

や設備配管機器などの更新等、経年劣化に応じた計画的な改修やより良い教育環境

の実現のための取組みが必要である。 

今後、増大する施設の老朽化に適切に対応し、児童生徒の安全・安心を確保する

ための事業を計画的且つ着実に進めていくためには、計画事業量に見合った確実な

財源措置が確保されることにより、市費による単独実施または先送りせざるを得な

いなどの深刻な事態が生じないことが重要であるとともに、初期費用の軽減、財政

負担の平準化及び整備期間の短縮を可能とするリースの活用を、新たな整備手法の

一つとして積極的に選択できるようにする制度の拡充が必要である。 

また、施設の老朽化対策を進めて行くうえでは、給水設備や電気、消防設備等の

改修など建物の部位ごとの工事（内部単体工事）を新たに補助対象事業とするとと

もに、工事費下限額を引き下げる等の制度の拡充や、トイレ改修や空調設置等の機

能を向上させるための質的整備を着実に進めて行くために、実勢価格と大幅に乖離

している補助単価の実情に見合った金額への引き上げ等の制度の拡充が必要である。 

さらに、新増築事業において、前向き整備が認められているが、本市の場合、次

回新設を予定している学校においては、工事着工後３年以降についても周辺地域の

住宅開発による学級数の増加が見込まれるため、将来的に必要となる学級数に見合

った整備を補助対象とするよう前向き整備の算定年数を延長するなど制度の拡充

を要望する。 
[千葉市担当]  教育委員会事務局教育総務部学校施設課 ℡ 043-245-5916
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［参 考］ 

 

１ 学校施設環境改善交付金事業の採択状況 

 

採 択 事 業 数 採 択 率 

令和３年度： 90件 

令和４年度：139件 

100％ 

   100％ 

 

２ 学校施設環境改善交付金事業実績（大規模改造、トイレ改修、外部改修等） 

                        （単位：百万円） 

令和３年度 
令和４年度 

 （実績見込） 
増減 

事業費(a) 国費（b) 事業費(c) 国費（d) 事業費(c-a) 国費（d-b) 

4,995 1,564 5,214 1,369 219 -195 

※事業費は市単独費を含む小・中・特支学校施設環境整備事業（大規模、トイレ、外部等）決算額 

 

 

 

 

３ 新設校における将来推計 
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［文部科学省］ 

16 教育の質を維持・向上するための教職員の確保について 
 

平成２９年度に指定都市へ教職員給与負担等に係る事務及び税源が移

譲されたことを機に、本市独自の取組みとして、少人数学級か少人数指

導を選択できるなど、学校の実情に応じた加配教員の活用を可能としま

した。また、加配を活用し、小学校における専科教員の配置を積極的に

行っているところです。しかし、児童生徒の学びを保障するとともに、

個別最適な学びを実現するためには、学級編制の標準の段階的な引き下

げに加え、更なる少人数指導のための加配教員が必要です。 

さらに、今後、公立学校に在籍する外国人児童生徒等の増加が予想さ

れており、日本語指導が必要な児童生徒の実態に即した指導・支援を行

うには、教職員の加配がまだ十分とは言えません。 

これに加え、通級指導を必要とする児童生徒が年々増加しており、通

級指導加配が不足している状況です。 

児童生徒によりきめ細かな指導をするには、教職員加配を一層充実さ

せるとともに、教員が本来業務に専念できる環境を確保するため、専門

スタッフの配置など教員の負担軽減に向けた施策を推進する必要があり

ます。 

ついては、国の責任において次の事項に対応するよう強く要望いたし

ます。 
 
（１）教職員加配定数の充実 

・少人数指導や専科指導等に係る指導方法工夫改善 
加配を充実させること。 

・外国人児童生徒等日本語指導等に係る児童生徒支援  
加配を充実させること。 

・通級指導に係る特別支援教育加配を拡充すること。 

（２）教職員の負担軽減に向けた施策の充実 

・教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ） 
を含む専門スタッフの配置など教員の負担軽減に 
向けた施策に対して、より一層の財政措置を講ずる 
こと。 

・スクールカウンセラーなどの専門家を教職員定数と 
して算定し、国庫負担の対象とすること。 

・育児休業者の代替措置として正規教職員を充てた場 
合にも、国庫負担金の算定基礎定数に含めること。 
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［要望理由] 

現在、学校では不登校や特別な支援を要する児童生徒への対応など、複雑・多様

化した課題が山積しており、教職員が児童生徒と向き合うための時間を十分に確保

できない現状がある。また、教職員の長時間労働が常態化しており、本市において

は平成３１年１月に「学校における働き方改革プラン」を策定し、教員一人ひとり

の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるようにするための取組み

を進めてきた。令和４年３月に本プランの改編を行い、引き続き、一つ一つの取組

みを着実に積み重ねているところであるが、依然として教員の時間外労働時間の縮

減は厳しい状況であり、これ以上の負担を強いるのは難しいと考えている。 

そのような中、児童生徒の学びを保障するとともに、個別最適な学びを実現する

ためには、更なる少人数指導や専科指導教員の充実を図るとともに、増加が予想さ

れる外国人児童生徒や年々増加する通級指導を必要とする児童生徒にきめ細やか

な対応を図るうえで、本市独自の柔軟な教職員配置を継続・拡充する必要がある。

そのためにも、教職員加配定数のさらなる充実が必要となっている。 

また、学校における働き方改革を推進し教職員の負担を軽減するため、部活動指

導員、教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）、スクールロイヤー、外

国語指導助手など専門スタッフの配置について、より一層の財政措置及び制度の充

実を講ずるとともに、いじめ、不登校、暴力行為などの生徒指導上の課題に対応す

るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーをはじめとする専門

家については、国庫負担の対象として位置付ける必要がある。 

さらに、働きやすい環境づくりを進めるため、産前産後休暇取得者、男性を含め

て育児休業者などが増加傾向であることを踏まえ、育児休業者の代替措置として正

規教職員を充てた場合にも、国庫負担金の算定基礎定数に含めるよう要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  ・教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置 

・産前産後休暇取得者・育児休業者の代替措置 

教育委員会事務局教育総務部教育職員課  ℡ 043-245-5940 

・外国語指導助手配置 

教育委員会事務局学校教育部教育指導課  ℡ 043-245-5937 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用 

教育委員会事務局学校教育部教育支援課  ℡ 043-245-5935 

・部活動指導員 

教育委員会事務局学校教育部保健体育課  ℡ 043-245-5941 
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[参 考] 
１ 教職員定数（小学校・中学校・特別支援学校）の推移（千葉市）  （単位：人） 

年度 基礎定数 加配定数 計 

令和元年度 ４，０８７ ２９６ ４，３８３ 

令和２年度 ４，０８９ ３００ ４，３８９ 

令和３年度 ４，０９６ ２７４ ４，３７０ 

令和４年度 ４，１３４ ２６４ ４，３９８ 

令和５年度 ４，１６６ ２５８ ４，４２４ 

※小学校の学級編制の段階的な引き下げに伴い、令和３年度以降は基礎定数が増え、加配定数が
減っている。 

 

 

２ 複雑、多様化する課題について（千葉市） 
（１）日本語指導が必要な外国人児童生徒数及び日本語指導を行う教職員配置数 （単位：人） 

年 度 小学校 中学校 計 
日本語指導を行う 

教職員配置数 

令和元年度 ３４７ １１６ ４６３ １６ 

令和２年度 ３３６ １１７ ４５３ １８ 

令和３年度 ３３８ １２１ ４５９ １８ 

令和４年度 ３４８ １４３ ４９１ ２１ 

令和５年度 ４２１ １２９ ５５０ ２４ 

 
（２）通級指導教室児童生徒数                                            （単位：人） 

年度 言語(小) 難聴(小) ＬＤ等(小) ＬＤ等(中) ＬＤ等(高) 合計 

令和元年度 ４９５ ５１ １３９ ８９ ２ ７７６ 

令和２年度 ５０７ ６０ １２９ １０５ ２ ８０３ 

令和３年度 ５４４ ６４ １５８ ９６ ５ ８６７ 

令和４年度 ５６０ ６４ １５５ ９０ ８ ８７７ 

令和５年度 ６０２ ５６ １５８ ９８ １１ ９２５ 

 

 

３ 在校時間の推移 
   主幹教諭・教諭の勤務時間及び休憩時間を除く 1か月あたりの平均在校時間 

 H30 R1 R2 R3 R4 

小学校 47 42 43 44 41 

中学校 70 60 49 50 50 

 
 



50 

 

４ 専門スタッフの配置人数  ※令和５年度は見込 
（１）教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

3人 160人 228人 167人 167人 

（２）外国語指導助手（小・中学校） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

59人 57人 67人 67人 72人 

（３）スクールカウンセラー（統括スーパーバイザー1名含む） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

74人 76人 77人 79人 80人 

（４）スクールソーシャルワーカー 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

8人 10人 10人 12人 12人 

（５）部活動指導員 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

10人 10人 35人 55人 40人 

 

 

５ 産前・産後休暇及び育児休業代替の講師数の変化（１０年前との比較）（単位：人） 
（１）平成２５年度（５月１日時点）           

 小学校 中学校 合 計 

産前・産後休暇 ２１ ７ ２８ 

育児休業 ６７ １４ ８１ 

合   計 ８８ ２１ １０９ 

（２）令和５年度（５月１日時点）                   約１．８倍 

 小学校 中学校 合 計 

産前・産後休暇 ３１ ９ ４０ 

育児休業 １１８ ４２ １６０ 

合   計 １４９ ５１ ２００ 

 

 

６ 事業費     （単位：百万円）        

                     ※国費の積算基準：事業費の１／３が国庫負担 

 

 

区      分 
令和４年度実績 令和５年度当初  (ｂ)  

  ／ 

 (ａ) 事業費 国費(ａ) 事業費 国費(ｂ) 

教員業務支援員 

（スクール・サポート・スタッフ）  
153 48 203 58 1.21 

スクールカウンセラー 192 40 196 65 1.63 

スクールソーシャルワーカー 46 15 47 16 1.07 

外国語指導助手 255 － 318 － － 

部活動指導員 24 8 17 5 0.63 
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［厚生労働省］ 

17 特別児童扶養手当制度の見直しについて 
 

特別児童扶養手当の認定請求件数に対する却下件数の割合（以下「却

下率」といいます。）について、実施主体である都道府県、指定都市の間

で大きな差が生じており、これは障害程度認定基準の一部が極めて抽象

的であることなどが原因と考えられます。 

 法定受託事務である特別児童扶養手当の受給資格の認定について、こ

のような状況が続くことは、制度全体に対する信頼性を大きく揺るがし

かねないものです。 

 ついては、特別児童扶養手当制度の信頼性を確保し、真に必要とする

方が当該手当を受給できるよう、次の事項について、強く要望いたしま

す。 
 

（１）児童の障害程度の認定について、認定請求者、地方自

治体いずれにとっても明確かつ明瞭なものとし、制度

の信頼性を高めるため、診断書から定量的に判断でき

る仕組みの導入などにより、障害程度認定基準及び診

断書様式を抜本的に見直すこと。 

 
［要望理由］ 

特別児童扶養手当の受給資格の認定において最も重要なのは、対象児童の診断書

の内容について、障害程度認定基準に則り、実施主体に置かれた医師による審査を

踏まえ、実施主体が決定する障害程度の認定である。現状の主な要因として、特に

精神障害に係る区分について、障害程度認定基準や診断書の記載項目が極めて抽象

的であり、実施主体ごとに障害の重症度の判断にばらつきが生じていることが考え

られる。 

  同一の障害程度であれば、どの実施主体が判断しても同じ結果となるよう、受給 

資格の審査において最も重要な障害程度認定基準及び診断書様式について、抜本的 

な見直しを求めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 ℡ 043-245-5172 
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［参 考］ 
 １ 特別児童扶養手当の認定請求に対する却下率 

都市名 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

札幌市 35.0% 12.2% 15.3% 4.4% 3.9% 5.9% 5.9% 

仙台市 2.9% 12.1% 6.3% 6.6% 7.1% 2.4% 5.3% 

さいたま市 1.2% 1.1% 1.0% 0.4% 1.4% 0.4% 1.1% 

千葉市 19.4% 34.3% 43.7% 36.7% 39.7% 37.6% 32.8% 

横浜市 4.7% 3.9% 4.8% 4.2% 63.5% 62.2% 62.6% 

川崎市 8.7% 15.5% 15.4% 12.5% 7.6% 11.1% 8.8% 

相模原市 5.1% 2.4% 4.9% 5.3% 5.2% 8.4% 6.8% 

新潟市 5.0% 3.7% 10.1% 5.5% 3.5% 4.5% 2.7% 

静岡市 19.6% 12.2% 9.0% 1.6% 2.3% 1.1% 1.2% 

浜松市 2.9% 1.7% 5.0% 6.3% 2.7% 7.8% 8.1% 

名古屋市 0.0% 0.6% 1.1% 0.2% 0.8% 0.9% 0.3% 

京都市 1.9% 1.9% 2.1% 2.2% 2.9% 3.8% 2.9% 

大阪市 1.0% 0.6% 0.0% 12.8% 6.3% 9.7% 8.5% 

堺市 1.9% 2.8% 3.4% 14.3% 7.4% 7.2% 7.6% 

神戸市 4.2% 3.0% 2.6% 1.5% 2.2% 0.9% 1.7% 

岡山市 6.6% 7.7% 9.7% 6.8% 8.6% 4.8% 8.7% 

広島市 4.1% 4.8% 5.3% 4.7% 6.7% 20.5% 19.4% 

北九州市 4.9% 0.6% 5.7% 4.7% 9.5% 2.3% 4.3% 

福岡市 0.2% 1.6% 2.2% 3.7% 6.5% 12.0% 10.7% 

熊本市 6.0% 14.7% 16.6% 7.3% 7.5% 9.3% 1.9% 

指定都市（平均） 6.8% 6.9% 8.2% 7.1% 9.8% 10.6% 10.1% 

都道府県（平均） 6.0% 7.1% 7.4% 7.7% 8.2% 7.8% 7.9% 

  ※１ 「福祉行政報告例（厚生労働省）」を基に作成 

  ※２ H27.4～地方分権改革に係る第４次一括法により都道府県から指定都市へ権限移譲 

 

 

 ２ 診断書様式・障害程度認定基準 
 （１） 診断書様式（知的障害・精神の障害用）【抜粋】 

・・・・・ ・・・・・

・・・・・ ・・・・・

　１興奮　　２暴行　　３多動　　４拒絶　　５自殺企画　　６自傷

  ７破衣　　８不潔　　９放火・弄
ろう

火　　10器物破壊　　11徘徊
はいかい

・浮浪

　12盗み 　13性的逸脱行動

  14排泄
せつ

の問題　（尿失禁、便失禁、便こね、その他）

　15食事の問題　（拒食、異食、大食、小食、偏食、その他）　　

  16その他　（　　　　　　　）

・・・・・ ・・・・・

上記の内容を具体的に記載して下さい。

（必ず記入してください） 　ボタン不能　・　自立 　寝ぼける　・　問題なし
4 　衣服

　脱げない　・　着れない　・
7 　睡　 眠

　夜眠らず騒ぐ　・　時々不眠

　全くわからない　・　特定の物、

能 力 の 程 度 　全介助　・　半介助　・　自立 　場所はわかる　・大体わかる

　洗面　　（全介助　・　半介助　・　自立）

⑬ 日 常 生 活
3 　排泄

　　せつ 　おむつ必要　・　おむつ不要

現在の病状又は状態像 左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載してください。

現

　
　
　
症

⑧ 発達障害関連症状

1 相互的な社会関係の質的障害

2 言語コミュニケーションの障害

3 限定した常同的で反復的な関心と行動

及 び 習 癖

1 　食事　　（全介助　・　半介助　・　自立） 5 　入浴　　（全介助　・　半介助　・　自立）

2

⑪ 問 題 行 動

4 その他　（　　　　　　）　　　　

6 　危険物
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 （２） 障害程度認定基準【抜粋】 

Ｄ 知的障害 

（１）知的障害とは、知的機能の障害が発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ、日

常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態に

あるものをいう。 

（２）各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

障害の程度 障害の状態 

１ 級 

 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的

な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能

か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要と

するもの 

２ 級 

 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行

為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎

通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必

要なもの 

   なお、この場合における精神発達遅滞の１級と２級の程度を例示すれば、標準化

された知能検査による知能指数がおおむね３５以下のものが１級に、おおむね５０

以下のものが２級に相当すると考えられる。 

（３）知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさ

まざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 

   また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合

認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

（４）日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社

会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 

 

Ｅ 発達障害 

（１）発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低

年齢において発現するものをいう。 

（２）発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション

能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生

活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 

   また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合

認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

（３）各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

障害の程度 障害の状態 

１ 級 

 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如し

ており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活

への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

２ 級 

 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏し

く、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応に

あたって援助が必要なもの 

（４）日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社

会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 
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［厚生労働省］ 

18 障害福祉サービスに係る十分な財政措置について 
 

障害者総合支援法において、障害福祉サービス費用は、国が費用の  

１/２を負担することが義務化（地財法 10 条の国庫負担金）されている一

方、訪問系サービスについては、法の趣旨を超え、政令において負担範

囲を限定しています。そのため、本市でも多額の超過負担が生じており、

今後も増加傾向が見込まれる当該費用について、財政を圧迫する要因と

なっており、制度の持続可能性の維持が困難な状況となっています。 

ついては、制度の持続可能性を維持するため、次の事項について、早

期に実施するよう強く要望いたします。 
 

（１）現行の訪問系サービスの国庫負担基準を廃止し、他の

サービスと同様に給付に要する実際の費用の２分の

１を国庫負担とすること。 

 
［要望理由］ 

訪問系サービスについて、障害の重度化や家族の高齢化による必要なサービス量

の増加が進展している中、他のサービスと異なり、市町村の支給決定が国庫負担基

準を超えた場合、超過負担分はすべて市町村の負担となり、訪問系サービスの支給

量が自治体の財政を圧迫している。 

今後も訪問系サービスの支給量の増加が見込まれる状況のなか、制度の持続可能

性を高めるためにも、各自治体が、国庫負担基準を超えて支給している超過分につ

いて、国庫補助の対象とする財政支援の拡大が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課 ℡ 043-245-5253 
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［参 考］  
千葉市の訪問系サービスにおける超過負担について 

（単位：億円） 

年度 訪問系サービス

の利用者数 

訪問系サービス給付費

（A） 

国基準額 

（B） 

国庫負担額 

（C）＝B×１／２ 

国庫負担割合 

C／A 

超過負担額 

（A－B）×３／４ 

Ｒ１ 1,957人 29.9 23.4 11.7 39.1% 4.9 

Ｒ２ 1,950人 33.3 23.2 11.6 34.8% 7.6 

Ｒ３ 2,057人 38.4 25.7 12.9 33.5% 9.5 
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［厚生労働省］ 

19 生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度の  

実効性を高めるための所要の措置について 
 

本市では、国民生活を支える最後のセーフティネットである生活保護の適正

実施に努めておりますが、高齢化の進展やコロナ禍における景気の低迷により、

受給者が増加しております。 

平成３０年の生活保護法の改正等は、自治体の提案意見が十分反映されてい

るものとは言えません。 

また、生活困窮者自立支援制度については、法施行後９年目を迎え、制度が

認知されたこと等により利用者が大幅に増加するなど、各種事業の実施に伴う

自治体の財政負担が増えております。 

さらに、地方が就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）を実施するにあた

っては、引き続き幅広い事業者の参入を進める仕組みづくりが必要であります。 

ついては、両制度を真に実効ある制度とするため、国の責任において次の事項

に対応するよう、強く要望いたします。  

 

（１）生活保護制度について 
生活保護法第２９条に基づく資料の提供規定につい 
て、金融機関等への回答を義務付けするなど、生活保 
護の更なる適正化を推進するために、法改正等の必要 
な措置を講ずること。 

（２）生活困窮者自立支援制度について 
ア 就労訓練事業に参入する事業者への税制上の優遇措 

置については、社会福祉法人等だけでなく、株式会社 
やＮＰＯ法人等にも対象を拡大し、多種多様な事業者 
の更なる積極的な参入を促進する仕組みづくりを構 
築すること。 

イ 自立相談支援事業をはじめとする各種事業について 
は、法施行後９年目を迎え、各種事業の利用者の増加 
等により事業実施に係る費用が毎年増加しており、 
今後も増加が見込まれる。ついては、各自治体が、地 
域の実情に応じて実効性のある事業を実施するため 
の十分な基準額及び国庫負担・補助率を設定すること。 

（３）両制度に対する財政措置について 
生活保護制度と生活困窮者自立支援制度が一体とし 
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て十分実効性が担保され、持続性があるものとなるよ 
う、本来、全額国庫負担とすべきものであることも踏 
まえ、地方負担の増加に対し、人件費を含めた所要の 
財源について特段の措置を講じること。 

 

［要望理由］ 

（１）生活保護制度について 

生活保護法第２９条に基づく資料の提供規定について、官公署等の一部につい

ては回答を義務付ける規定が設けられている一方で、金融機関や生命保険会社及

び被保護者等の雇用主等については、報告の求めができるという規定のみとなっ

ている。そのため、金融機関等が資料提供の求めに応じない場合には、被保護者

等に関する資産状況の把握が適切に行えない状況に陥る可能性があり、不正受給

の発覚を免れる事案が生じるなどの支障をきたすことになる。 

一方で、税務事務においては、国税通則法では罰則規定を設けた上で調査対象

者は正当な理由なく調査を拒むことができないとされており、また、生活保護法

第７８条及び同法第６３条の一部では「国税徴収の例により徴収することができ

る。」と規定されている。このことから、生活保護制度も税務事務と同等の調査

権限を与えられて然るべきと考える。 

これらの状況を踏まえ、生活保護制度の更なる適正化を推進するために、金融

機関等への回答義務付けが必要である。 

（２）生活困窮者自立支援制度について 

ア 平成２７年度の税制改正において、認定就労訓練事業者に対する、固定資産

税、都市計画税、不動産取得税に係る税制上の優遇措置の対象に株式会社やＮ

ＰＯ法人等が含まれておらず、認定状況を見ても、社会福祉法人の数に対し、

ＮＰＯ法人や株式会社の数は少ない。また、政令指定都市のうち認定事業所数

が２５以下の自治体は令和４年３月時点で１５自治体となっており、地域の実

情に合わせた事業実施のためには、より幅広い事業者の積極的な参入を促すた

めのインセンティブが必要である。 

イ 現状の自立相談支援事業等に係る国庫負担・補助基準額については、人口が

増えるほど、人口１人当たりの基準額が逓減する設定になっており、人口が多

い都市ほど需要からかけ離れる構造になっている。しかしながら、当該事業の

需要は都市部において多く発生するものであり、現状は、実態にそぐわない人

口規模区分となっている。 

また、法施行後９年目を迎え、制度が広く認知されたこと等により、利用者

が大幅に増加し、実施体制の拡充が必要となっている。一方で、国庫負担・補

助率については制度施行当初から変更されておらず、自治体の負担額は増加し

ている。 

このため、事業の実効性を担保する上では、十分な基準額を設定するととも

に、国庫負担・補助率の見直しが必要である。 

（３）両制度に対する財政措置について  

平成２６年度まで全額国庫補助により実施されてきた生活保護の就労支援

事業や、生活困窮者自立支援法の各事業において、地方負担が生じている。両

制度は互いに関係性が強く、一体のものとして実施できるだけの財政措置が必

要である。 

 [千葉市担当]  保健福祉局保護課 ℡ 043-245-5165 
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［参 考］ 
１ 生活保護受給世帯・人員・保護率・保護費の推移     （単位：世帯、人、‰、百万円） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

世帯数 16,543 16,751 16,939 17,252 17,655 17,776 

人員 20,814 20,864 20,919 21,095 21,488 21,508 

保護率 21.4 21.4 21.5 21.6 22.0 22.0 

保護費 
（H20年度

を100とし

た場合) 

35,278 

（171.0） 

35,060 

（170.0） 

35,030 

（169.8） 

35,133 

（170.3） 

35,370 

（171.4） 

36,170 

（175.3） 

※世帯数、人員及び保護率は年度平均 

※令和４年度の保護費は見込み額 
 
２ ケースワーカーの配置数の推移                 （単位：人、世帯／人） 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

現員数 180 189 190 194 198 200 

標準数 204 205 206 212 215 216 

不足数 △24 △16 △16 △18 △17 △16 

一人当り
世帯数 

90 88 88 88 88 88 

 ※各年度４月１日現在  

 

３ 本市が行う自立支援の取組み（被保護者が対象）            （単位：人、円） 

 
事業開始 

年月 
年度 相談員数等 対象者数等 就労者数 

保護費 

削減額 

被保護者 

就労支援事業 
H22.10～ 

Ｈ２８ 21 2,151 825 106,910,868 

Ｈ２９ 21 2,666 943 129,127,781 

Ｈ３０ 21 2,844 956 151,687,607 

Ｒ元 21 2,271 909 132,047,439 

Ｒ２ 24 2,461 765 102,628,087 

Ｒ３ 24 2,553 916 141,577,975 

Ｒ４ 24 2,267 1,032 149,024,028 

被保護者 

就労準備 

支援事業 

H23.4～ 

Ｈ２８ 3 71 － － 

Ｈ２９ 3 54 － － 

Ｈ３０ 3 42 － － 

Ｒ元 2 77 － － 

Ｒ２ 2 127 － － 

Ｒ３ 2 175 － － 

Ｒ４ 2 160 － － 
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４ 本市が行う生活困窮者自立促進支援事業実績                （単位：人） 

年度 区分 中央 花見川 稲毛 若葉 緑 美浜 合計 

H29 

新規相談 449  477 265   1,191 

 

就労準備支援 37 12 9 58 

家計相談支援 68 60 12 140 

その他支援 152 188 48 388 

 学習支援 27 31 8 66 

就労者 91 69 9 169 

H30 

新規相談 516 658 542 1,716 

 

就労準備支援 42 36 18 96 

家計相談支援 64 76 43 183 

その他支援 157 136 108 401 

 学習支援 46 57 46 149 

就労者 77 28 10 115 

R 元 

新規相談 744 848 710 2,302 

 

就労準備支援 67 52 22 141 

家計相談支援 97 119 84 300 

その他支援 214 181 170 565 

 学習支援 57 42 36 135 

就労者 72 38 16 126 

R2 

新規相談 1,486 431 948 944 3,809 

 

就労準備支援 49 23 53 27 152 

家計相談支援 86 25 125 111 347 

その他支援 485 236 221 183 1125 

 学習支援 - - - - 267 

就労者 99 6 41 20 166 

R3 

新規相談 1,339 781 1,001 949 275 4,345 

 

就労準備支援 35 29 58 21 11 154 

家計相談支援 50 62 91 111 30 344 

その他支援 490 458 304 262 21 1,535 

 学習支援 - - - - - 296 

就労者 73 47 27 43 2 192 

R4 

新規相談 473 585 609 495 395 207 2,764 

 就労準備支援 26 34 33 20 28 11 152 

 家計相談支援 54 96 82 86 63 27 408 

 その他支援 255 196 203 132 54 64 904 

  学習支援 - - - - - - 319 

就労者 46 53 31 41 20 11 202 
 ※生活自立・仕事相談センター若葉はＨ２９年７月に開設。 

 ※生活自立・仕事相談センター花見川はＲ２年９月に開設。 

 ※生活自立・仕事相談センター緑はＲ３年９月に開設。 

 ※生活自立・仕事相談センター美浜はＲ４年９月に開設。 

 

５ 事業費                              （単位：百万円） 

 
区      分 

令和４年度当初 令和５年度当初 （ｂ） 
／ 

（ａ） 事業費 国 費（ａ） 事業費 国 費（ｂ） 

生活保護事業費 35,700 26,248 36,700 27,008 1.028 

※国費の算定基準：｛事業費－（法第63条・法第78条調定額－不納欠損額）｝×３／４ 
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［厚生労働省］ 

20 国民健康保険制度への支援措置等について 
 

国民健康保険制度は、他の被用者保険制度と異なり、高齢者や低所得

者の加入割合が高いなどの構造的な問題を抱えており、多くの保険者は

不安定な財政運営を余儀なくされています。 

平成３０年度、国保の運営が広域化され、それに併せて公費も拡充と

なり、財政基盤の強化等の措置が講じられた結果、収支不足の繰入れも

解消しました。 

しかしながら、これらの公費拡充の効果は限定的であり、高齢化や医

療の高度化に伴う医療費の増により、国保の財政は厳しい状況が見込ま

れます。 

特に、低所得者層や中間所得者層の保険料負担は、今後更なる増加が

見込まれます。 

したがって、国民健康保険制度を真に持続可能なものとするためには、

更なる支援措置が必要であります。 

ついては、国の責任において次の事項に対応するよう特段のご配慮を

お願いします。 

 

（１）国保の財政基盤を強化するため、国と地方の協議にお

いて公費投入の合意がなされた毎年３ ,４００億円の

財政支援を確実に実施すること。 

また、これらの財政支援が講じられても、国民健康保 

険事業の安定的な運営と低所得者層や中間所得者層 

の保険料負担軽減を図るためには不十分であるため、 

国庫等の公費負担の更なる引き上げ措置を講じること。  

（２）地方単独事業として実施している、子どもや心身障害 

者及びひとり親家庭への医療費助成に伴う、国民健康 

保険国庫負担金減額調整措置をすべて廃止すること。 
 

［要望理由］ 

（１） 国民健康保険料は他の被用者保険と異なり、事業主負担が無いため、本人負

担が重いことから、保険料の負担軽減を図るには、広域化に併せて実施された

公費拡充では不十分であり、国保制度を真に持続可能なものとするためには、

更なる公費の拡充が不可欠である。 

（２） 子どもや障害者等への医療費助成は、本来、国が主体的に取り組むべきもの

であり、国庫負担金の減額調整措置は、すべて廃止する必要がある。 

 [千葉市担当]  保健福祉局医療衛生部健康保険課 ℡ 043-245-5143 
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［参 考］ 
１人当たり保険給付費の推移 

 
※保険給付費：医療費に対する保険者負担分等（審査支払手数料を除く） 

 

 

保険料改定率の推移 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

全体 3.9% △0.3% 1.4% 1.3% 2.9%

医療・支援金分 4.9% △0.9% 1.4% 0.7% 3.0%

介護分 △6.0% 7.7% 1.5% 7.6% 1.3%  
 
１人当たり平均保険料と所得に占める割合     保険料軽減・減免対象世帯の推移 

（R元年度） 

保険者 保険料（所得に占める割合） 平均所得

市町村国保 8.9万円（10.3%） 86万円

協会けんぽ
11.9万円（7.5%）

※
159万円

組合健保
13.2万円（5.8%）

※
227万円

※本人負担分の保険料
出典：国保中央会資料  
 
 

 

 

 
 

（単位：千円）

H29 H30 R元 R２ R３

子どもへの医療費分 53,000 22,000 23,000 16,000 13,000

障害者への医療費分 243,000 230,000 212,000 201,000 203,000

ひとり親家庭への医療費分※ 5,000 23,000

計 296,000 252,000 235,000 222,000 239,000

※ひとり親家庭への医療費助成は令和２年11月から実施  

国庫負担金減額の推移 

世帯数 34,475 34,188 35,282

割合（％） 26.6 26.7 27.9

世帯数 15,130 15,394 15,152

割合（％） 11.7 12.0 12.0

世帯数 15,494 15,210 14,809

割合（％） 11.9 11.9 11.7

世帯数 65,099 64,792 65,243

割合（％） 50.2 50.6 51.6

世帯数 28,258 27,366 24,626

割合（％） 21.8 21.4 19.4

世帯数 93,358 92,158 89,869

割合（％） 72.0 72.0 71.1
合計

国
軽
減
制
度

7割

5割

2割

小計

市独自
減免制度

R3区　　分 R元 R2
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［経済産業省・環境省］ 

21 ２０５０年カーボンニュートラルに向けた 

事業者への取組支援及び暮らしの脱炭素化促進 

のための基盤整備について 
 

本市では、２０５０年カーボンニュートラルの実現にあたり、市内温

室効果ガス排出量の約６割を占める産業部門の取組みが重要であると認

識しているところです。 

産業部門については、「２０５０カーボンニュートラルに伴うグリー

ン成長戦略」において企業の取組みを後押しいただいているとともに、

「クリーンエネルギー戦略」では需要サイドのエネルギー転換や新たな

成長分野におけるビジネス・産業の創出などを基本コンセプトとして掲

げているところであり、このような企業に向けた働きかけや支援のさら

なる加速と充実が、市内産業の脱炭素化や産業競争力の維持・拡大に資

するものと考えます。 

また、家庭部門における温室効果ガスの削減に向けては、一人ひとり

の行動変容が必要不可欠であり、ライフスタイルの転換や暮らしの脱炭

素を促進することが２０５０年カーボンニュートラルにつながると考え

ます。 

つきましては、次の事項について、強く要望いたします。 

 

（１）産業部門における大幅な二酸化炭素排出量の削減に向
け、「国のグリーン成長戦略（令和３年６月）」で示さ
れたカーボンリサイクル技術等革新技術の確立のた
め、財政支援を強化すること。 

（２）カーボンプライシングの手法を用いた国内排出量取引
制度は、温室効果ガス排出量削減に限界のある業種に
とって、カーボンニュートラル実現に向けた現実解の
１つであるため、制度を早期に、より実効性の高いも
のとすること。 

（３）カーボンニュートラル達成に向けた国民のライフスタ
イル変革は、地域特性により大きく異なるものではな
いため、行動変容を促す全国統一の脱炭素推進ポイン
ト付与事業を構築し、原資を確保するとともに推進す
ること。 
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［要望理由］ 

・千葉市における温室効果ガスのうち、産業部門からの排出量は総排出量の約６割

を占めており、２０５０年カーボンニュートラルを目指すには、産業部門の企業

における脱炭素化への取組みが大変重要となる。 

・区域内の事業所によっては、地方自治体の区域によらず企業全体として日本全国

または世界規模での２０５０年カーボンニュートラルを目指している場合があ

り、地方自治体単体での支援には限界がある。 

・環境分野におけるイノベーションを促し、ビジネス機会の創出、技術開発力の向

上、民間事業者による持続的な環境産業の発展を図ることで、環境と経済の好循

環が実現できる。 

・現存の技術では温室効果ガス排出削減に限界がある業種において、企業の脱炭素

化を目指すためにも、技術革新に向けた支援やカーボンプライシングの導入は必

要不可欠なものである。 

・２０２３年度から試行的に排出量取引制度をスタートさせるものの、今後１０年

は自主的なものにとどまるとされている。 

・ＥＵでは、２０２３年からを移行期間としたうえで２０２６年から炭素国境調整

措置が導入予定など、脱炭素化が世界のビジネス取引のルールとなる中で、国際

水準での制度設計が必要であると考える。 

・全国的に脱炭素型ライフスタイルへの転換が図られるためには、全国共通の制度

構築が必要と考えており、マイナポイント制度のように、実効性があり利便性の

高い基盤整備を進めることで、居住エリアに限定されることなく、より効果的な

利用者への支援（インセンティブ）に繋がるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  環境局環境保全部脱炭素推進課 ℡ 043—245-5263 
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［国土交通省・環境省］ 

22 モノレール施設の脱炭素化と利用促進に向けた 

設備整備支援の拡充について 
 

モノレール施設の脱炭素化を進めるため施設の省エネルギー化対策や

利用促進を進めることはCO2排出量の削減や地域防災にも資するものと考

えます。 

ついては、次の事項について強く要望いたします。 
 

（１）回生電力貯蔵装置を最大限活用するため、回生車両へ

の更新に必要な事業費の確保 

（２）社会インフラであるモノレールを賢く活用し、脱炭素

型のレジリエントで快適、かつ安全な沿線まちづくり

を進めるため、駅舎設備類の高効率設備や省エネ設備

等の導入・改修などカーボンニュートラルの実現に向

けた取組み推進に係る調査・検討やその実現に係る一

体的な補助メニューの創設 
＊地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業 

＊鉄道技術開発費補助金(鉄道脱炭素施設等実装調査) 

 
［要望理由］ 

 ・懸垂型である千葉都市モノレールは他の鉄軌道に比べ軽量であり、バスに比べ 

CO2排出量が非常に少ないという特徴がある。回生車両への計画的な更新と電力貯

蔵装置の導入を主とした省CO2化計画を策定し、２０１８年比で２０２８年には電

気エネルギー量で２０％（CO2は約1000t-CO2/年）削減する目標値を定め公表して

いる。 

 ・回生車両への更新や電力貯蔵装置（Ｒ４年度本格稼働）は、CO2削減効果だけでは

なく、災害時停電時においても最寄り駅まで車両の非常走行が可能となり、モノ

レール輸送の安全確保にも寄与するものである。また、軌道桁や駅舎等モノレー

ルインフラを活用し、停電時に電力貯蔵装置等から沿線避難施設等へ送電するこ

とで、沿線地域の防災・減災にも寄与できるものと考えている。 

 ・モノレールインフラを活用することで沿線地域一帯を対象に省CO2化を進める取組

みは、モノレール沿線の魅力向上や緩やかな居住誘導を促すことが期待でき、ひ

いてはモノレールの利用促進につながるものと考えている。 

 ・社会インフラであるモノレールを賢く活用した先進的な取組みの実現には、既存

設備類の入れ替えを機に、設備類の高効率化や省エネルギー化などを図り、２０

５０年のカーボンニュートラルの実現に向け脱炭素化に資する施設等の整備を

推進していく必要があると考えている。 

[千葉市担当]  都市局都市部交通政策課     ℡ 043—245-5350 

        環境局環境保全部脱炭素推進課 ℡ 043—245-5263 
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［参 考］ 
１ 事業概要 

 
 
２ 事業費等 

（１）回生車両新造 

    車両更新については、耐用年数等を考盧しつつ千葉都市モノレール株式会社

が実施しており、１６編成中８編成が回生車両となっています。 

    現在、環境省より国庫補助を受け 1編成建造を進めており、残りの更新対象

車両についても順次更新していく予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、運賃収入は大幅に減少しており、車両更新のための費用の確保

が大きな課題となっています。 
    ※市は会社支援措置の一環として、車両建造費の１／２について支援することとしている。 

 

（２）駅舎設備類の高効率設備や省エネ設備等の導入 

    各駅舎の変電設備等が耐用年数の経過を迎えることを機に、高効率で省エネ

ルギー性に優れた機器類に更新改良します。 

・対 象：モノレール全１８駅の変電設備、空調設備、照明設備等 

・期 間：２０２３（令和５）年度～２０３１（令和１３）年度 

・費 用：約１，８００百万円（１駅当たり約１００百万円） 

 
（３）カーボンニュートラルの実現に資する設備等の導入検討 

    駅舎等に太陽光などの再生可能エネルギー設備の導入を進めるとともに、モ

ノレール軌道桁や駅舎などのインフラを自営線や給電拠点として活用するこ

とや大型蓄電池導入について調査検討を進めます。 
    ※鉄道技術開発費補助金を活用し、PPA事業やVPP事業導入のための検討調査をR5年度に実施予定 
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［国土交通省］ 

23 航空機騒音の改善について 
 

羽田空港へ着陸する航空機の騒音問題については、南風好天時の飛行高度が

引き上げられるなど軽減対策が講じられておりますが、航路下の市民からは、

依然として深刻な苦情や事態の改善を求める要望が寄せられています。 

また、コロナ禍の減便により、一時的に軽減されていた市民の騒音負担感が、

航空需要の回復に伴い大きく増加することにより、今後、市民生活への影響が

より強くなることが懸念されます。 

ついては、次の事項について、早期に実施するよう強く要望いたします。  

 

（１）市民生活への影響が大きい早朝・夜間の時間帯におい 
て、最大限の軽減策を講じること。 

（２）抜本的な対策として、羽田再拡張以来の長期的検討事 
項である、交差の解消・海上ルートへの移行等を実施 
し、千葉市上空への集中を解消すること。 

（３）千葉市上空を通過する従来の飛行ルートにおいても、 
降下角の引上げによる騒音軽減について具体的かつ 
早急に検討すること。 

（４）市民の声を直接聞く場として市民相談会を再開する 
こと。また、具体的な騒音軽減策や将来の方策を早急
に提示するとともに、市民への説明を丁寧に積み重ね
ること。 

 

［要望理由］ 
（１）  羽田空港機能強化に伴い、昼間の一部時間帯では新飛行ルートの運用により

首都圏での騒音の共有が図られたが、機能強化以前より市民からは早朝・夜間
の時間帯における苦情が寄せられており、市民生活への影響が非常に大きい。 

（２）  平成１７年の「羽田再拡張後の飛行ルート等に関する確認書」に掲げられた
将来の管制技術等の進展に合わせ検討する事項（更なる高度の引き上げ、海上
ルートへの移行、交差の低減・解消等）について、確認書の締結から１０年以
上が経過しているが、一部高度の引き上げが行われた以外は、未だ実施に至っ
ていない。一方、都内関係自治体等からの新飛行ルートの固定化回避等に関す
る要望を受け、騒音低減等の観点から見直し可能な方策がないか、技術的観点
から検討を始めた。千葉県内における騒音低減に向けた技術的方策についても、
早急な検討と対策の実施を求める。 

（３）  降下角の引上げについては、令和２年３月２９日に運用を開始した羽田空港
機能強化に伴い示された新たな騒音軽減策であり、従来の飛行ルートでは検討
されていない事項であるため。 

（４）  令和２年３月に新型コロナウイルス感染症の影響により延期となった市民
相談会の再開を含め、引き続き、市民への丁寧な説明を行うことを求める。 

[千葉市担当]  環境局環境保全部環境規制課 ℡ 043-245-5191 
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［参 考］ 
１ 飛行ルート 

平成２２年１０月２１日から、羽田空港の４本目の滑走路（Ｄ滑走路）の供用が

開始され、現在、南風好天時の６時から２３時までの間、北方面から毎時最大１２

便（北側ルート）、南方面から毎時最大２９便（南側ルート）の航空機が、本市上空

の特定地域に飛来・交差して、過密集中している。それぞれ蘇我、千葉港地先より

海上に抜け、羽田空港に向かい飛行している。 

なお、令和２年３月２９日から、一部時間帯で、都心上空を通る新飛行ルートの

運用を開始している。 

①南側ルートの高度引上げ本格運用（平成２５年１１月１４日～） 

南側ルートの航空機は、緑区上空を7,000～6,000フィートで通過した後、中央区

千葉港付近上空で高度5,000フィートまで降下し、海上に抜け羽田空港に向かい

飛行する。 

②北側ルートの高度引上げ本格運用（平成２７年４月２日～） 

北側ルートの航空機は、若葉区上空を4,500フィートで通過した後、緑区平山町

付近上空で4,000フィートまで降下し、中央区上空から海上に抜け羽田空港に向

かい飛行している。 

 

これまでの飛行高度の引上げなどによる対策では騒音軽減効果が限定的であるた

め、将来の管制技術等の進展に合わせ検討する事項である海上ルートへの移行や交

差の低減・解消など抜本的な騒音軽減策の早期実施が必要である。 

 
【飛行高度引上げ図（南風好天時の着陸ルート）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 苦情受付件数 

区分 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26 年度 H27年度 H28年度 

件数 108 224 550 327 365 252 150  

 

 

 

区分 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3 年度 R4年度 

件数 199 124 108 41 29 44 
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［国土交通省］ 

24 ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道りんかい線の 

相互直通運転について 
 

ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道りんかい線の沿線はレジャー、商業、

スポーツなどの大型施設が集積しており、両線のアクセス強化は観光・

産業面等の更なる発展に寄与します。 

特に両線の相互直通運転とＪＲ東日本㈱が推進する羽田空港アクセス

線の整備を連動させることは、政府が掲げる「２０３０年に訪日外国人

旅行者数６０００万人」の達成に大きく貢献するものと考えます。 

ついては、次の事項について強く要望いたします。 

 

（１）羽田空港アクセス線と連携したＪＲ京葉線と東京臨海

高速鉄道りんかい線の相互直通運転の早期実現に向け

た支援 
 

［要望理由］ 

ＪＲ京葉線と東京高速鉄道りんかい線は、新木場駅の蘇我方で線路が接続してい

るが、運賃収受や線路容量等の課題があり実現には至っていない。 

相互直通運転が実現すると、京葉線・りんかい線の利用者及び京葉線に乗り入れ

ている内房線・外房線利用者の利便性が向上し、房総方面から東京都心への所要時

間短縮をはじめ、新木場駅構内の混雑緩和や沿線地域の活性化等の効果が見込まれ

る。 

また、ＪＲ東日本㈱は羽田空港アクセス線構想の実現に向け、アクセス新線及び

東山手ルート、運行開始予定時期を２０２９年としている。同構想は平成２８年４

月の交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」にお

いて、国際競争力の強化に資するネットワークのプロジェクトに位置付けられ、「京

葉線とりんかい線の相互直通運転と連携し、整備効果を広範囲に波及させる」よう、

連携の必要性が指摘されている。 

これまで本市では沿線自治体で構成する「ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんか

い線の相互直通運転促進に関する協議会」を設立し、調査研究を進めるとともに、

鉄道事業者等に対し要望活動を展開してきたが、前述の課題を解決するためには、

鉄道事業者に加え、国・東京都及び千葉県など幅広い関係者の継続的な支援が不可

欠であるため、要望するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  都市局都市部交通政策課 ℡ 043-245-5350  
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［参 考］ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転の実現に向けた主な課題 

・両線は別々の鉄道事業者であることから運賃収受方法の課題がある。 

・京葉線市川塩浜～新木場駅間のピーク時の輸送力が限界のため、東京方面の輸送力を維持 

しながらりんかい線方面へ相互直通運転するには、同区間の複々線化が必要である。 

 

２ ＪＲ東日本㈱による羽田空港アクセス線構想の推進  

 ＪＲ東日本は平成３０年７月３日にグループ経営ビジョン「変革２０２７」において「羽田  

空港アクセス線構想の推進」を発表し、整備を進めており、令和３年１月２０日に東京貨物ター

ミナル付近と羽田空港を結ぶ「アクセス新線」の鉄道事業許可を受けたことを発表した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
３ 京葉線・りんかい線の相互直通運転に係る効果分析（※羽田空港アクセス線構想発表前の分析） 

（１）アクセス利便性の向上 … 新木場駅構内混雑緩和と乗換回数減少、所要時間短縮等 

利用者総便益の増加 ＝ 約52百万円/日 

（２）沿線の活性化 

  商業販売額の増加 ＝ 約75億円/年（蘇我駅－新木場駅間） 地価上昇効果 ＝ 約385億円上昇 

 

 

（ＪＲ東日本(株)グループ経営ビジョン「変革２０２７」より抜粋） 

※設定条件＝りんかい線の料金をＪＲ並みに引き下げ、相互直通運転する便数を増便したケース 

（ピーク時６本／時、オフピーク時０～４本／時） 

相互直通運転 
複々線化 

羽田空港アクセス線 
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［国土交通省］ 

25 首都圏の連携を強化し都市の成長を支える 

広域幹線道路網の整備促進について 
 

本市が首都圏の広域連携拠点として、都市機能及び防災力の強化を図るため

には、広域幹線道路網の整備が不可欠となっております。 

 ついては、次の事項について、特段のご配慮をお願いします。 
 

（１）新湾岸道路の早期具体化                 ・・・① 

（２）整備促進 

・「（仮称）検見川・真砂スマートＩＣ」及び一体となって進めていく 

一般国道３５７号「検見川立体」の整備促進 ・・・② 

・一般国道３５７号湾岸千葉地区改良事業(蘇我地区) 

 の整備促進                               ・・・③ 

・京葉道路の混雑解消のための整備促進      ・・・④ 

・一般国道５１号北千葉拡幅の整備促進      ・・・⑤ 

・首都圏中央連絡自動車道の整備促進       ・・・⑥ 

（３）調査促進 

・一般国道１６号（穴川地区）の混雑解消のための 

調査促進                 ・・・⑦ 

・一般国道５１号の木更津方面とのアクセス整備（貝塚ランプ） 

及び千葉都心部への延伸整備に向けた調査促進・・・⑧ 

 

［要望理由］ 
広域幹線道路整備の遅れにより、市内の京葉道路や国道では、各所で慢性的な渋滞が 

発生していることから、ストック効果を高める道路ネットワークの強化が急務である。 
特に、湾岸地域が持つポテンシャルを十分に発揮させるためにも、「新湾岸道路」の 

早期具体化を要望する。 
 また、千葉都心や千葉港など湾岸部からいち早く接続することが可能となる「（仮称）

検見川・真砂スマートＩＣ」は、今後整備が本格化することから、整備推進を図るため 

必要な財源確保を要望するとともに、スマートＩＣと一体となって進めていく必要があると 

考えている「検見川立体」は、スマートＩＣ設置に伴う交通負荷の軽減や、国道３５７号の 

「千葉西警察入口交差点」と「稲毛浅間神社前交差点」間の渋滞対策として早期整備が 

必要であることから、着実な整備促進を強く要望するものである。 

このほか、「一般国道３５７号（蘇我地区）」は、主要渋滞箇所が連担しており、物流や 

緊急活動等を阻害しているため、整備により、「千葉地区」と一体となって輸送時間や 

通勤時間の短縮による生産性の向上が期待出来ることから、着実な整備促進を強く要望する 

ものである。 

さらに、より一層の生産性を向上させるため、内陸部を通る京葉道路の渋滞対策の推進を 

強く要望するものである。 

なお、これらの必要な道路整備を計画的に進めるためには、国の道路整備費枠の拡大が 

不可欠である。 [千葉市担当]  建設局道路部道路計画課 ℡ 043-245-5290 
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[参 考] 

千葉市に係る広域幹線道路網 

成田国際空港

大栄JCT

松尾横芝IC

東金JCT

茂原北IC

至 東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ 木更津市

千葉北IC

貝塚IC

至 茨城県

蘇我IC

自動車専用道路及び

地域高規格道路

〃 構想・計画道路

〃 事業中

主要幹線・幹線道路

直轄国道 事業中

直轄国道 調査

凡 例

武石IC

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

⑤

⑥

⑧

N

至 木更津市

穴川IC

国道

至 東京都 船橋市

(仮称)検見川・真砂ｽﾏｰﾄIC

④

④

③

①

⑦
②

 
区 分 名  称 区  間 要望内容 番号 

自 動 車 

専用道路 

京葉道路（混雑解消） 船橋市～千葉市  整備促進 ④ 

首都圏中央連絡自動車道 千葉県未供用区間（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ） 整備促進 ⑥ 

新湾岸道路 
外環高谷JCT周辺～ 

蘇我IC周辺ならびに市原IC周辺 
早期具体化 ① 

（仮称）検見川・真砂ｽﾏｰﾄIC 
東関東自動車道水戸線 

（接続位置：一般国道３５７号 千葉西警察入口交差点～真砂交差点） 
－ － 

直 轄 

国 道 

 

一般国道357号検見川立体 
一般国道３５７号 

千葉西警察入口交差点～稲毛浅間神社前交差点 
整備促進 ② 

一般国道357号湾岸千葉地区改良 
美浜区真砂２丁目～中央区問屋町（H28全線６車線供用） ― ― 

中央区問屋町～中央区塩田町（蘇我地区） 整備促進  ③ 

一般国道51号北千葉拡幅 若葉区若松町～佐倉市 整備促進 ⑤ 

一般国道16号穴川地区（混雑解消） 穴川交差点～東関道千葉北ＩＣ  調査促進  ⑦ 

一般国道51号貝塚ﾗﾝﾌﾟ及び延伸 
一般国道５１号貝塚ランプ（北千葉拡幅バイパス区間）

～一般国道１６号(木更津方面)及び千葉都心への延伸 
調査促進 ⑧ 

地 域 

高規格 

道 路 

第二東京湾岸道路 東京都～千葉県 ― ― 

東京湾岸道路(千葉地区専用部) 千葉市～富津市 ― ― 

千葉中環状道路 

（千葉都心を囲む環状道路）  
（都）塩田町誉田町線（塩田町地区） ― ― 

千葉外環状道路 

（千葉都心4～6km圏の環状道路） 
千葉市～千葉市 ― ― 

千葉環状道路 

（周辺都市まで含む環状道路） 
千葉市～市原市 ― ― 
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［国土交通省］ 

26 「ちば共創都市圏」の活性化に資する 

街路事業の拡充と安定的な財源の確保について 
 

本市の以東・以南の地域との連携を図る「ちば共創都市圏」の活力

を向上させ、本市が「圏域の拠点都市」として雇用を生み出す自立した

経済圏を確立するとともに、魅力あふれる都市基盤を構築するためにも、 

街路ネットワークが不可欠でありますが、市内にはいまだ多くの未整備

区間が存在しております。 

また、街路ネットワークは大規模自然災害発生時の避難・救助や物資

輸送の経路となるなど国土強靭化にも資することから、早期整備が必要

であります。 

ついては、次の事項について、特段のご配慮をお願いします。 

 
（１）社会資本整備総合交付金の重点配分対象事業の拡充 

  ・ 重要物流道路などと一体となって機能する街路の整備 

に係るもの                  ・・・① 

 ・ 交通結節点機能を強化する街路の整備に係るもの…② 

 ・ ＩＣアクセス向上に資する街路の整備に係るもの…③ 

（２）今後整備が本格化する地域高規格道路の財源確保 

・ 塩田町誉田町線（塩田町地区）       ・・・④ 

 
［要望理由］ 

本市の道路ネットワークにおいて中核的機能を担う街路は、社会資本整備総合交

付金を最大限活用し事業を進めているが、いまだ多くの未整備区間があり、事業が

長期化している状況である。 

そのため、街路整備の効果を早期に発現させるためには、国費の重点配分対象事

業を拡充するなど集中的な財政措置が必要である。 

また、「塩田町誉田町線（塩田町地区）」は、現在事業中の「一般国道３５７号

湾岸千葉地区改良(蘇我地区)」を含めた東京湾岸道路の効果を最大限に発揮させる

ためにも、積極的に整備を行っていく必要がある。 

このことから、街路事業を推進するためには、補助金および交付金など道路関係

事業費全体の拡大を図ることが必要である。 
 

[千葉市担当]  建設局道路部道路計画課 ℡ 043-245-5338 
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［参 考］ 

１ 令和５年度の街路事業費 

 事業費 国 費 令和６年度以降残事業費 

社会資本整備総合交付金 2,825百万円 1,415百万円 36,984百万円 

補助事業 
[塩田町誉田町線（塩田町地区）] 

148百万円 81百万円 6,476百万円 

 

２ 令和５年度 千葉市の街路事業実施箇所 

凡例

重要物流道路
（基幹道路）

事業中の街路

千葉中環状道路

①(都)磯辺茂呂町線
（園生町地区）

②(都)誉田駅前線

③(都)塩田町誉田町線
（誉田町地区）

④(都)塩田町誉田町線
（塩田町地区）

(都)幕張本郷松波線
（幕張町地区）

(都)村田町線

蘇我ＩＣ

誉田駅

（主）千葉大網線

千葉市

(都)本町星久喜町線
（亥鼻地区 病院坂区間）

 
 

≪重要物流道路などと一体となって機能する街路整備≫ 

 

                

 

                
 

≪交通結節点機能を強化する街路整備≫  ≪ＩＣアクセス向上に資する街路整備≫ 
 

 

 

 

 

 
 

≪地域高規格道路の整備≫ 

 

 

 

 

① （都）磯辺茂呂町線（園生町地区） 

重要物流道路である国道１４号と国道１６号などを結ぶことで主要渋滞箇所の慢性的な渋滞の解消と  

物流の効率化を図るとともに、国道１６号とのダブルネットワークによる本市道路網の環状機能強化や  

災害時の多重性の確保を図るため、現在整備を進めている。 

④（都）塩田町誉田町線（塩田町地区） 

千葉都心を囲む延長約２２ｋｍの「千葉中環状道路」の一部であり、唯一の未供用区間 

（０．７８ｋｍ）である。 

取扱貨物量全国第２位の千葉港を有する湾岸地域では、港湾機能の強化等に伴う交通需要の増大が 

見込まれており、重要物流道路である京葉道路、国道１６号、国道３５７号を結ぶことで物流生産性の

向上とともに、千葉都心に集中する交通を適切に分散・導入させることによる都市内交通の円滑化や 

災害時の多重性確保を図るため、広域幹線道路と一体となって地域・拠点の連携を強化する 

「地域高規格道路」として、現在整備を進めている。 

②（都）誉田駅前線 

狭小な駅前広場のため、（主）千葉大網線から  

流入する交通需要へ対応できていないこと、  

ま た 、 現 道 は 歩 道 が な い こ と か ら 、  

交通結節点機能の強化や歩行者の安全性の  

向上を図るため、現在整備を進めている。 

③（都）塩田町誉田町線（誉田町地区） 

誉田駅前線と併せて整備することで、  

外房方面から蘇我ＩＣなどへのアクセス向上や  

並 行 す る （ 主 ） 千 葉 大 網 線 の 慢 性 的 な  

交通渋滞の緩和を図るため、現在整備を  

進めている。 
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［国土交通省］ 

27 下水道施設に係る国土強靭化のための財源の 

確保について 
 
下水道施設に係る国費負担について、防災・減災、国土強靭化を推進

し、市民の安全で安心な暮らしを確保するため、次の事項について、特

段のご配慮をお願いします。 

 
（１）社会資本整備総合交付金(防災・安全)及び下水道 

防災事業費補助 

・「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」 

により重点的に推進する浸水対策、地震対策及び 

老朽化対策に係る財源確保 

・ 一般国道３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）建設 

事業と一体的に行う雨水幹線、雨水貯留施設整備に 

係る財源支援 
 
［要望理由］ 

本市においては、多発する浸水被害への対応を強化するため、「千葉市雨水対策

重点地区整備基本方針」に基づく整備を進め、令和３年度から新たに下水道防災事

業費補助を活用し、雨水管渠や貯留槽などの整備を実施している。また、一般国道

３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）建設事業と一体的に雨水幹線や雨水貯留施

設を整備する必要が生じ、その費用の一部についても下水道防災事業費補助を活用

することから、継続的な支援が必要となる。 

地震対策においては、「下水道総合地震対策計画」に基づき、緊急輸送路下の管

路などを対象とした重要な幹線等の耐震化を進めており、令和３年度末に東日本大

震災で液状化が発生した美浜区における耐震化が概ね完了したものの、首都直下地

震等の大規模地震の発生を見据え、引き続き事業を推進する必要がある。 

老朽化対策においては、今後増大する下水道施設の改築事業を計画的に推進しな

ければ、管破損による道路陥没の発生や下水処理の機能停止による水質悪化など、

市民生活や社会活動に重大な影響を及ぼすことが懸念されることから、下水道スト

ックマネジメント計画に基づき改築事業を進めていく必要がある。 

 

 

 [千葉市担当]  建設局下水道企画部下水道経営課 ℡ 043-245-5612 
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［参 考］  
１-１ 各施策における状況 

１－① 浸水対策 

 

 

 
 

 

１－② 地震対策           １－③ 老朽化対策  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

１-２ 事業費 

 

 

 

 

 

 

浸水対策 232億円 94億円

地震対策 142億円 57億円

老朽化対策 187億円 69億円

561億円 220億円合　計

国
土
強
靭
化

施 策 名
R3～R7　※R2第3次補正含む

うち国費概算総事業費

令和元年の秋季台風等により浸水被害が頻発 

⇒ 再度災害防止に向けて、雨水貯留施設等の整備による浸水対策が必要 

重要な幹線等の耐震化率約 82％ 

(令和 4年度末時点)  

⇒ 重要な幹線等の耐震化が必要 

老朽化が進み、道路陥没等の発生が年々

増加（20年後 50年経過の下水道管は約 30%)

⇒ 計画的な改築更新が必要 

令和元年 10 月 25日浸水被害状況（都町） 

※５ヶ年加速化対策期間における概算事業費 

都川 

矢作トンネル 

千葉大学病院 

国道１２６号 
大田切公園 

浸水被害箇所 

（令和元年 10 月） 

雨水管整備 

（延長約 300m） 

東日本大震災における被災状況 令和元年 9月 17日緑区あすみが丘道路陥没事故 
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２-１ 蘇我地区の雨水幹線、雨水貯留施設整備 

 

 
２-２ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67億円 33億円
雨水幹線、
雨水貯留施設

施設名
うち国費

概算総事業費

既存水路 L=1.0km 
横断図 

雨水幹線 

貯留施設 

既存水路 
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［環境省］ 

28 プラスチックのリサイクル制度について 
 
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和４年４月１

日に施行されたことから、今後、各自治体において、プラスチック製容

器包装廃棄物に加え、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商

品化が進められていくことが見込まれます。 

ついては、プラスチックのリサイクル制度を真に持続可能な仕組みと

していくため、次の事項について強く要望いたします。 

 

（１）プラスチックに係るリサイクル形態ごとのコスト、 

天然資源投入量、温室効果ガス発生量、最終処分量  

などを調査・分析し、その評価を含め公表すること。 

（２）プラスチックリサイクル体制の構築に国が責任を持っ

て取り組むこと。 

  ・自治体に財政負担が生じないよう必要な財政措置を 

講じること。 

  ・民間リサイクル事業者等も含めたリサイクル処理能力 

を確保すること。 

   ・中継施設の整備や再商品化事業者の立地など、リサイ 

クル体制を構成する各施設・事業者などのバランス良 

い配置を支援すること。 

  ・低コスト処理につながる先進的なリサイクル技術研究 

の推進・支援を行うこと。 
 

［要望理由］ 

  プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行により、今後、各自治

体において、プラスチック製容器包装廃棄物に加え、プラスチック使用製品廃棄物

の分別収集及び再商品化が進められていくことが見込まれる。 

プラスチック資源循環を推進していくためには、リサイクル効果やコストなどの

情報を、自治体、事業者、市民などリサイクルに携わるすべての関係者が正しく理

解することが重要であることから、リサイクル形態ごとのコスト、天然資源投入量、
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温室効果ガス発生量、最終処分量などを国が調査・分析し、その評価を含めて公表

することが必要である。 

また、今後、収集するプラスチックの量が従来より大幅に増加することから、新

たな分別収集体制の構築、民間リサイクル事業者も含めたリサイクル設備の処理能 

力の確保などが必要になることが見込まれる。これらへの対応について、国が責任

を持って取り組むとともに、プラスチックリサイクル制度を真に持続可能なものに

していくため、自治体に財政負担を生じさせることのないよう財政措置を講じるこ

とが必要である。 

加えて、各自治体からの移送距離を考慮すると、リサイクル施設が近隣にない場

合、中継施設の整備が必要になることが見込まれるほか、再商品化事業者などの立

地も含め、リサイクル体制を構成する各施設・事業者などが全国的にバランス良く

配置されていることが必要である。 

さらに、中長期的にコスト削減を進めていくため、低コストでの処理が期待   

できる先進的なリサイクル技術の研究や支援を行っていくことが必要である。 

 

 

 

［参 考］ 
１ 全国の自治体のプラスチック製容器包装廃棄物分別収集実施状況  

分別収集実施 ６６．６％ 

分別収集未実施 ３３．４％ 

 

 

２ プラスチック使用製品廃棄物を分別収集している自治体数 

   ３１自治体（回答団体のうち２．１％） 

   （出典：環境省アンケート（令和３年７～８月実施）、回答数１，４５５団体） 

 

３ 千葉市のごみ組成（令和３年度） 

           

 

 
 

 

 

[千葉市担当]  環境局資源循環部廃棄物対策課 ℡ 043-245-5237 

         

・・・千葉市は分別収集未実施、可燃ごみとして処理 

（ペットボトル・白色トレイを除く／令和３年度実績  出典：環境省発表資料） 

≪可燃ごみ≫ ≪不燃ごみ≫ 

（出典：令和３年度千葉市ごみ組成測定分析・ごみ質分析） 
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［環境省］ 

29 雑品スクラップに対する規制の拡充について 
 
本市では令和３年１０月に全国初の許可制や罰則等の規定を設けた、

「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定し、金属スクラッ

プヤード等に対して規制を行っている。しかし、条例制定後も火災が発

生する等、生活環境保全上の支障を来す事案が生じている。 

 ついては、廃棄物処理法における有害使用済機器の保管等について制

度を見直し、雑品スクラップに対する規制の拡充について、強く要望い

たします。 

 

（１）廃棄物処理法において指定されている有害使用済機器

と同等の有害性を持つ機器について規制の対象とす

るよう制度を拡充すること。 
 
 

［要望理由］ 

   金属スクラップヤード等で保管堆積されている雑品スクラップの中には、有害使

用済機器に該当しないものの、リチウムイオン電池を含むなど有害使用済機器と同

等の有害性を持つ電子機器が混入しており、これらの機器が原因と思われる火災が

発生する等の生活環境保全上、重大な支障を来す事案が生じている。リチウムイオ

ン電池等を含む有害性を持った雑品スクラップについて、法の規制の対象となって

いないことから、法に定める保管基準が適用されるように有害性をもとにした規制

対象の拡充が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  環境局資源循環部産業廃棄物指導課 ℡ 043-245-5248 
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［参 考］   

１ 火災発生件数等 

 

 稼働中のヤード件数 ９３件 

 火災発生件数 ······ １９件（平成３０年度以降） 

 

 

 
 

２ 廃棄物処理法における規制対象 

 

 家電リサイクル法対象４品目＋小型家電リサイクル法対象２８品目のみを規

制対象である「有害使用済機器」としている。 

 有害性や発火性の観点から網羅的に規制対象を定めていない。 

規制対象 規制対象外 

・家電リサイクル法４品目 
（家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・

冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機等） 

 

・小型家電リサイクル法２８品目 
（携帯電話、パソコン、ゲーム機等 

 ２８品目） 

・家電リサイクル法４品目と同等の危険性があって

も対象となっていない業務用のエアコンや冷蔵

庫等の機器 

 

・無停電電源装置やＡＥＤ等リチウムウイオン電池

を含んでいても小型家電リサイクル法の対象外

となっている機器 
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［環境省］ 

30 循環型社会形成推進交付金制度の充実について 
 
廃棄物を適正に処理し、市民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図

っていくためには、廃棄物処理施設を計画的に整備していくことが重要

であります。 

 しかしながら、廃棄物処理施設の解体、建設においては一時的に多額

の経費が必要であり、本市においても新清掃工場建設工事を令和４年度

から着手していることから、循環型社会形成推進交付金を活用して整備

を推進しております。 

 ついては、本事業の円滑な執行が確保され、安定的な財政運営が可能

となるよう、十分な財政措置について特段のご配慮をお願いします。 
 

（１）循環型社会形成推進交付金の継続的な財源確保 
 
 

［要望理由］ 

循環型社会形成推進交付金の財政措置は、本市の廃棄物処理施設整備に必要不可

欠であり、将来にわたり、継続的な財源確保が必要となる。国においては、令和５

年度当初予算に一般廃棄物処理施設の整備として４９４億円が計上され、令和４年

度補正予算分４５６億円と併せて、合計９５０億円を計上しているが、当初予算額

は所要額と大きく乖離している。予算額の不足は事業計画の見直しにつながること

から、事業が計画的に実施できるよう、安定的かつ継続的な財政措置を講じるとと

もに、年度当初における、所要額の満額の確保について要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[千葉市担当]  環境局資源循環部廃棄物施設整備課 ℡ 043-245-5423 
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［参 考］ 
 焼却施設の整備スケジュール 

概算 

スケジュール 
～H28 H29     ～     R7 R8   ～   R12 R13～ 

北谷津清掃 

工場用地 

    

新港清掃工場 

用地 

    

北清掃工場 

用地 

    

 ※リニューアル整備とは、既存の建築物を活用し、内部の老朽化したプラントのみを更新する

延命化の手法 

 

               
 

運用開始 

老朽化により停止 

運用              老朽化 

定期修繕のほか必要な修繕等により、令和１２年度まで運用 

運用開始 
生活環境 

影響調査 

解体・建設工事 環境アセスメント 

リニューアル整備※ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 


